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は じ め に 

 

大阪府では、豊かな環境の保全と創造に向けて、「大阪府環境基本条例」（平成６年大阪府条

例第５号）を基本とする各種の条例・規則等を制定し、関係法令と併せて適正に運用するとともに、

2021(令和３)年３月に「2030 大阪府環境総合計画 ～いのち輝く SDGs 未来都市・大阪をめ

ざして～」（以下「環境総合計画」という。）を策定しました。 

環境総合計画では、2050 年の将来像「大阪から世界へ、現在から未来へ府民がつくる暮らし

やすい持続可能な社会」を見通して、2030 年の「いのち輝く SDGs 未来都市・大阪」の実現に向

けて環境施策を展開することとしています。このような長期の将来像を見通して、SDGs（国連の

持続可能な開発目標）の目標年でもある 2030 年までに具体的な取組みを速やかに展開する必

要があり、環境総合計画では、そのための施策の基本的な方向性として「中・長期的かつ世界的

な視野」及び「環境・社会・経済の統合的向上」を位置付けることとしています。 

取組みの推進に当たっては、「脱炭素・省エネルギー社会」、「資源循環型社会」、「全てのいのち

が共生する社会」、「健康で安心して暮らせる社会」、「魅力と活力ある快適な地域づくり」の５分野

を設定して、個別計画等を策定し具体的な施策を推進します。 

個別計画は、「施策の基本的な方向性」に基づき、分野ごとに背景・現状・課題等を詳細に整

理・解析するとともに、適宜、有識者等に意見聴取を行い、具体的な目標や施策を定めることによ

り、各分野が同じ方向性をめざし、整合性を保ちながら、計画的かつ実効性のある取組みを推進

します。 

 また、環境基本条例に基づく施策報告を通じて、毎年度、PDCA（Plan－Do－Check－

Action）サイクルによる施策・事業の点検・評価を行うとともに、施策の方向や主な施策等の実施

効果の検証を行い、急速な社会経済情勢の変化に柔軟に対応して改善することにより、効率的、

効果的な施策の実施を図ることとしています。 

 

本報告は、大阪府環境基本条例第９条第２項の規定により、豊かな環境の保全及び創造に関

して本府が講じようとする施策をとりまとめたものです。 

また、本報告では、環境総合計画に掲げる「2030 年の実現すべき姿」及びその姿に向けた施

策の方向を示すとともに、2024 年度の主な施策・事業と取組みを記載しています。 
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図 環境総合計画の将来像、環境施策分野と主な個別計画 
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Ⅰ 脱炭素・省エネルギー社会の構築 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪現状≫ 

 
《２０３０年の実現すべき姿》 
 
➢ 脱炭素社会の将来像を見通しつつ、SDGs 実現に向けて温暖化対策（緩和策・適応策）が加速し

ている。 

➢ 気候危機であるという意識や脱炭素化に向けた意識が社会で共有され、あらゆる主体がその意

識のもと行動している。 

➢ 再生可能エネルギー由来の電気など、CO2 排出が少ないエネルギーの選択等が拡大している。 

 

府内における太陽光発電設備導入量の推移 

■ 府内における 2020 年度の温室効果ガス排

出量は 4,3７５万トンであり、2013 年度比

で 22.2％の減少となっています。 

 

 

 

府内における温室効果ガス排出量の推移 

(注）左図は温室効果ガス排出量、右図はエネルギー消費量を示す。
2020 年度のエネルギー消費量は 498PJ であり、2013 年度比で
13.3％の減少となっています。 

■ 太陽光発電設備の 2022 年度の導入量

は 118.9 万 kW であり、2021 年度の

113.5 万 kW と比べ 5.4 万 kW 増加し

ています。 

 

新車販売台数に占める 

電動車・ゼロエミッション車の割合 

（注）ゼロエミッション車（ZEV）とは、電気自動車（EV）、プラグ 

インハイブリッド自動車（PHV）、燃料電池自動車（FCV）のこと。 

電動車とは、ゼロエミッション車（ZEV）とハイブリッド自動車（HV）のこと。 

 

■ 府内の 2022 年度の乗用車の新車販売台数の

うち、電動車の割合は 51.6％(軽自動車除く)、

47.4％(すべての自動車)でした。また、ゼロエ

ミッション車の割合は 3.0％でした。 
 

※2021 年３月に「大阪府地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」

を策定し、2030 年の取組指標を設定。 

【取組指標】 

・軽自動車を除く乗用車の新車販売に占める電動車の割合 10 割 

・すべての乗用車の新車販売に占める電動車の割合９割 

・すべての乗用車の新車販売に占める ZEV の割合４割 

 

 

 

（参考）エネルギー消費量 
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施策事業名の横の[ ]内の数字は、2024（令和６）年度当初予算額です。 

 

《分野別計画及び目標》 

 

➢ 大阪府地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 

概要：地球温暖化対策の推進に関する法律及び気候変動適応法に基づき、大阪府域の温室効果ガ

スの排出抑制対策（緩和策）及び気候変動影響による被害の回避・軽減対策（適応策）を推進

するために策定するもの。 

目標：2030 年度の温室効果ガス排出量を基準年度（2013 年度）比で 40％削減 

 

➢  ふちょう温室効果ガス削減アクションプラン（大阪府地球温暖化対策実行計画（事務事業編）） 

概要：地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、府庁の事務及び事業の実施に伴い発生する

温室効果ガスの排出削減のための実行計画として策定するもの。 

目標：2030 年度の温室効果ガス排出量を基準年度（2013 年度）比で 45％削減 

 

➢ おおさかスマートエネルギープラン 

概要：大阪の成長や府民の安全・安心な暮らしを実現する、脱炭素化時代の「新たなエネルギー社

会」の構築を先導していくため、2030 年度までに大阪府・大阪市が一体となって実施すべき

エネルギー関連の取組みの方向性を提示するもの。 

目標：①自立・分散型エネルギー導入量（太陽光発電、燃料電池、廃棄物発電等導入量）： 

2030 年度に 250 万 kW 以上 

       ②再エネ利用率（電力需要量に占める再生可能エネルギー利用率）： 

2030 年度に 35％以上 

       ③エネルギー利用効率（府内総生産あたりのエネルギー消費量）： 

2030 年度に 40％以上改善（2012 年度比） 

 

➢ 環境負荷低減事業活動の促進に関する大阪府基本計画 

概要：環境と調和のとれた食料システムの確立を図るとともに、「おおさか農政アクションプラン」など

の目標達成に向け農業事業者等の活動を促進するもの。 

目標：2026 年度の府内耕地面積における有機農業取組面積を基準年度（2022 年度）より 0.3％

増加させるなど。 
 

■ 施策の方向 

➢  あらゆる主体の意識改革と行動喚起 

➢  事業者における脱炭素化に向けた取組促進 

➢  CO2排出の少ないエネルギー（再生可能エネルギーを含む）の利用促進 

➢  輸送・移動における脱炭素化に向けた取組促進 

➢  資源循環の促進 

➢  森林吸収・緑化等の推進 

➢  気候変動適応の推進等 
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2024年度の主な施策･事業と取組指標 

 

あらゆる主体の意識改革と行動喚起 

 

■1-1 気候危機の認識共有の促進 ［ - 千円] 

 

（目的） 

あらゆる主体に対して気候危機の認識の浸透を図ること。 

 

（内容） 

気候危機であることを府民にわかりやすく情報発信するなど、気候変動対策に対する国や府と府民・事

業者が気候危機の認識を共有し、各主体が一体となって行動していくための意識改革の取組みを推進しま

す。 

具体的には、府民・事業者・行政が連携協力して気候変動対策を推進する体制づくりやおおさかゼロカ

ーボンシティ連絡会の開催など、脱炭素化に向けた意識をあらゆる主体が共有し、各種取組みの検討・推

進を図ります。 

 

<2024 年度の取組指標> 

 ●おおさかゼロカーボンシティ連絡会開催回数 １回 

 【脱炭素・エネルギー政策課 06-6210-9553】 

 

 

■1-2 おおさかスマートエネルギー協議会 ［ 287 千円] 

 

（目的） 

おおさかスマートエネルギープラン（2021 年 3 月策定）に基づき、府民や民間事業者、市町村、エネルギ

ー供給事業者等、あらゆる関係者と情報を共有し、再生可能エネルギーの普及拡大やエネルギー効率の向

上等に向けた取組みを推進すること。 

 

（内容） 

府内における再生可能エネルギーの普及拡大等に関する課題について情報共有や意見交換を行う全体

会議と、市町村との課題共有・意見交換を行う市町村（家庭）会議を開催します。 

 

<2024 年度の取組指標> 

 ●おおさかスマートエネルギー協議会開催回数 ２回 

 【脱炭素・エネルギー政策課 06-6210-9319】 
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■1-3 府庁の率先行動 ［ 400 千円] 

 

（目的） 

府自らの事務・事業により発生する温室効果ガスの排出削減を推進すること。 

 

（内容） 

「ふちょう温室効果ガス削減アクションプラン（2021 年 3 月策定、2023 年７月一部改定）」に基づき、府

庁の事務事業により排出される温室効果ガス排出量を 2030 年度に 45％削減（2013 年度比）する目標

の達成に向けて、環境マネジメントシステムの運用により、省エネ・創エネのさらなる推進、再生可能エネル

ギー由来の電気の活用、グリーン調達、エネルギー効率を意識した働き方の推進などに率先して取り組み、

府民、事業者の取組みをけん引します。 

 

<2024 年度の取組指標> 

 ●エネルギー消費量の削減  

●温室効果ガス排出量の削減 

【参考】2022 年度実績 

・エネルギー消費量の削減 前年度比 1.0％削減 

・温室効果ガス排出量の削減 前年度比 4.0％削減（速報値） 

 【脱炭素・エネルギー政策課 06-6210-9288】 

 

 

■1-4 府有施設における再生可能エネルギー電気の調達 ［ - 千円] 

 

（目的） 

2050 年までに府内における二酸化炭素排出量実質ゼロをめざし、地域のモデルとなるよう率先して排

出削減すること。 

 

（内容） 

府有施設の温室効果ガス排出量の約 52％は電気の利用により排出されているため、庁舎等で使用す

る電気について、順次、再生可能エネルギー 100％電気の調達を行います。 

 

<2024 年度の取組指標> 

 ●再エネ 100％導入施設数 10 施設 

 （内訳） 

 ・大手前庁舎７施設（本館、別館及び大阪府公館、分館 6 号館、他 3 施設） 

 ・環境農林水産部 3 施設（家畜保健衛生所、動物愛護管理センター、滝畑ダム） 

●CO2 削減効果 約 2,100t-CO2 

 【脱炭素・エネルギー政策課 06-6210-9288】 
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■1-5 ESCO事業の推進 ［ 1,060 千円] 

 

（目的） 

建築物の省エネルギー化、地球温暖化対策、光熱水費の削減を効

果的に進めることができる ESCO 事業を、広汎な府有施設を対象に

効果的に展開し、さらに大阪府内の市町村や民間ビルへも普及啓発・

促進を図ること。 

 

（内容） 

「新・大阪府 ESCO アクションプラン（2015 年 2 月策定、2020 年

３月改正）」に基づき府有施設へのさらなる ESCO 事業の導入拡大を

図ります。ESCO 事業の導入に際しては、複数施設の一括事業化の手

法も活用し、省エネ・新エネ設備の導入を効果的に推進します。 

また「大阪府市町村 ESCO 会議」の開催を通じ府内市町村に対し

ても ESCO 事業の導入を広く働きかけると共に、説明会等の場も活

用し、民間建築物へも ESCO 事業の普及促進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

ESCO 事業の実施スキーム 

 

 

 

 

 

 

ESCO 事業の実施効果 

<2024 年度の取組指標> 

 ●府有施設における ESCO 事業の新規公募実施件数 ２件 

●2023 年度事業者選定施設における ESCO 改修工事の実施施設数 ３施設 

 （高等職業技術専門校 2 校、青少年海洋センター） 

●大阪府市町村 ESCO 会議の開催回数 １回 

 【公共建築室 06-6210-9799】 

 

■1-6 脱炭素化に向けた消費行動促進事業 ［ 11,385 千円] 

 

（目的） 

府民等に対して、身近な食品分野での脱炭素化に向けた消費行動を

促すため、生産者が簡便に算定できる大阪版カーボンフットプリント

（CFP）算定手法を活用した普及啓発の確立・定着を図ること。 

 

（内容） 

大阪版 CFP 算定手法における算定対象品目の拡大や、算定ツールを

活用した生産者等の自立的な算定表示による普及拡大を実施します。ま

た、民間事業者と連携したスーパー店頭をはじめとした CFP 露出の場の

拡大や、ナッジを活用した実証等により、更なる府民の脱炭素化消費行

動の促進を図ります。 

 

 

CFP の定義 

 

 

 

 

 

 

CFP のラベルイメージ 

<2024 年度の取組指標> 

 ●ラベリング表示の実施品目 農産物等２６品目 

●ラベリング表示店舗 ４４店舗 

 【脱炭素・エネルギー政策課 06-6210-9553】 
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■1-7 府民の脱炭素行動促進・貢献量可視化事業【新規】 ［ 45,929 千円] 

 

（目的） 

民間アプリを活用して、企業と連携して大きなキャンペーンを展開し、府民の脱炭素行動変容の促進を図

ること。 

 

（内容） 

府民の脱炭素行動へのシフトを大きく後押しするため、博覧会協会の EXPO グリーンチャレンジアプリ

や、万博に賛同する多くの企業が利用予定のアプリ等を活用し、削減目標を掲げてオール府民で達成を目

指すキャンペーンを実施します。また、府ダッシュボード活用によりその進捗等を可視化するとともに、府民

向けイベントを実施します。 

 

<2024 年度の取組指標> 

 ●府民のアプリ利用者 ４０万人 

 【脱炭素・エネルギー政策課 06-6210-9553】 

 

 

■1-8 環境配慮消費行動促進に向けた脱炭素ポイント付与制度普及事業 

［ 49,996 千円] 

 

（目的） 

府民の日常的な消費行動を脱炭素型に変革していくこと。 

 

（内容） 

小売事業者等が現在運用しているポイントシステムを活用し、生産・流通・

使用等の過程での CO2 排出が少ない商品・サービスを購入した消費者に対

して脱炭素ポイントを付与します。また、脱炭素ポイントに関するガイドラインを

完成させ、制度の普及促進を図ります。 

 ロゴマーク 

<2024 年度の取組指標> 

 ●実施事業者数 20 者 

 【脱炭素・エネルギー政策課 06-6210-9319】 
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■1-9 大阪産（もん）を活用した脱炭素化推進事業 ［ 15,393 千円] 

 

（目的） 

府内で大阪産(もん)の消費拡大を図るとともに、脱炭素社会の実現を

めざすこと。 

 

（内容） 

「Osaka AGreen Action」の一環として、CFP(カーボンフットプリ

ント)ラベル表示商品の普及等を通じて、府民に改めて地産地消を啓発

し、脱炭素消費行動を促進するとともに、大阪産(もん)の需要拡大を図

るためのイベントを、集客力の高い場所で開催します。併せて、プラごみ

削減等の一体的な啓発に取組みます。また、パートナーズとの連携を図る

交流会を開催し、取組みの促進を図ります。 

 

イベントの様子 

 

<2024 年度の取組指標> 

 ●大阪市内中心部でのイベント 

実施回数 ２回 

合計参加人数 80,000 人 

 【流通対策室 06-6210-9605】 

 

 

■1-10 ZEHの普及促進 ［ - 千円] 

 

（目的） 

住宅における省エネ・再エネ導入の推進のため、ZEH（ネット・ゼロ・エネ

ルギー・ハウス）の普及を図ること。 

 

（内容） 

環境面だけでなく、健康や快適性及び防災面の向上などの ZEH の多面

的メリットを広く啓発するため、住宅展示場での ZEH リーフレットの配布

やハウスメーカー等と連携した ZEH 宿泊体験事業等を実施します。 

 ZEH イメージ 

<2024 年度の取組指標> 

 ●ZEH の多面的なメリットを伝えるセミナーやイベントの実施回数 5 回 

●ZEH の宿泊体験・お試し体感合計人数 30 組 

 【脱炭素・エネルギー政策課 06-6210-9254】 
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■1-11 断熱性能理解向上による ZEH普及啓発事業【新規】 ［ 13,759 千円] 

 

（目的） 

建築物の環境配慮に関する取組みの促進を図るため、府民・事業者へ適切な情報提供を行う。 

 

（内容） 

府民・事業者の住宅省エネ化の検討機会創出及び断熱性能理解向上、建築士の説明能力向上のため

の断熱性能可視化シミュレーションツール作成などを行います。  

また、新たなターゲット層や分野への啓発ツール作成やイベント開催などに取り組みます。 

 

<2024 年度の取組指標> 

 ●シミュレーションツール活用のためのアンケート実施及び活用機会の創出 

実施・開催回数３回 

 【建築環境課 06-6210-9725】 

 

 

事業者における脱炭素化に向けた取組促進 

 

■1-12 脱炭素経営宣言促進事業 ［ 3,959 千円] 

 

（目的） 

事業者における脱炭素経営を促進すること。 

 

（内容） 

脱炭素化を促進するセミナーなどを通じて脱炭素経営宣言登録制度の周知を行うとともに、商工会議所

や地域の金融機関等の関係機関と連携して、事業者への働きかけを実施します。 

脱炭素経営宣言を行った事業者には「脱炭素経営宣言登録証」を発行し、府 HP 等 にて広く PR すると

ともに、排出量の見える化や補助金案内などの各種支援を行います。 

 

<2024 年度の取組指標> 

 ●脱炭素経営宣言登録事業者数 800 者 

 【脱炭素・エネルギー政策課 06-6210-9553】 
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■1-13 気候変動対策推進条例に基づく事業者の取組みの促進 ［ 2,823 千円] 

 

（目的） 

気候変動対策推進条例にて指定されるエネルギー多量使用事業者（特定

事業者）等の省エネの徹底や再生可能エネルギーの利用拡大により温室効

果ガスの排出削減を促進すること。また、特定事業者のみでなく、サプライチ

ェーン全体での取組み等を促し、脱炭素経営の浸透を図ること。 

 

（内容） 

特定事業者（約 1000 事業者）に対し、気候変動への適応及び電気

の需要の最適化等についての対策計画書及び実績報告書の届出を義

務付け、必要な指導・助言を行います。 

また、特定事業者のみでなく、より多くの事業者による対策状況を把握するとともに計画的な取組みを促

すため、任意届出制度及び府独自の評価制度の運用を実施します。 

さらに、商工会議所や地域金融機関と連携し、脱炭素経営を支援する様々なメニューを提供し、積極的

な届出の活用及び意欲的な排出削減につなげます。 

 

<2024 年度の取組指標> 

 ●計画推進に係る事業者説明会実施回数 １回 

 【脱炭素・エネルギー政策課 06-6210-9553】 

 

 

■1-14 クレジットを活用した事業者による脱炭素経営促進事業 ［ 25,035 千円] 

 

（目的） 

府内事業者による CO2 削減分をクレジット※認証するスキーム

を構築し、万博への寄附につなげることで府内事業者による意欲

的な対策を促進するとともに、万博以降も対策を継続することによ

る脱炭素経営の浸透を図ること。 

 

（内容） 

令和５年度に認証をうけた５つの方法論について、府内に事業所を持つ事業者を対象に本プロジェクト

参加者を募り、参加者毎の削減データを適切にモニタリングし、一括してクレジット認証をうけます。 

※クレジット：省エネ・再エネ設備の導入等により実現できた温室効果ガス削減・吸収量を、定量化(数値

化)し取引可能な形態にしたもの。 

 

<2024 年度の取組指標> 

 ●方法論モニタリング件数 ５件 

 【脱炭素・エネルギー政策課 06-6210-9553】 

 

  

特定事業者への立入調査 

事業者

事業者

事業者

府

と
り
ま
と
め

Jクレジット事務局
一括登録

一括申請

プログラム型認証のイメージ 
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■1-15 サプライチェーン全体の CO２排出量見える化モデル事業 ［ 34,773 千円] 

 

（目的） 

サプライチェーン全体での CO２排出量を見える化す

ることで、効果的な脱炭素化の取組みを促進し、府内の

温室効果ガス排出量の削減につなげること。 

また、万博を契機とした大阪製品の世界への発信等

につなげること。 

 

（内容） 

大阪万博のテーマと関連する健康や衛生などの分野や、府民が手に取りやすいため、水平展開による影

響が大きく、環境教育にもつながる文具等の事務用品等の製造業を対象にサプライチェーン全体での排出

量の見える化や削減のための改善策の提案をモデル的に実施します。 

 

<2024 年度の取組指標> 

 ●モデル事業者数 ２事業者 

 【脱炭素・エネルギー政策課 06-6210-9553】 

 

 

■1-16 中小事業者の対策計画書に基づく省エネ・再エネ設備の導入支援事業 

［ 20,000 千円] 

 

（目的） 

気候変動対策推進条例に基づく対策計画書届出制度について、令和５年度から条例にて届出を義務付

けられていない中小事業者向けの任意届出制度が創設されたことを踏まえて、中小事業者（特定事業者を

除く）における自律的な脱炭素化の取組みを促すこと。 

 

（内容） 

中小事業者（特定事業者を除く）が府へ届け出た対策計画書に基づいて実施する省エネ設備への更新

等に要する費用の一部を補助します。 

 

<2024 年度の取組指標> 

 ●補助件数 13 件 

●設備導入による CO2 削減効果  130t-CO2 

 【脱炭素・エネルギー政策課 06-6210-9254】 

 

  

サプライチェーン全体の CO2 排出量イメージ図 
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■1-17 中小事業者高効率空調機導入支援事業【新規】 ［ 703,234 千円] 

 

（目的） 

高効率空調機の導入を進め、中小事業者の経営の脱炭素化と

電気料金の削減による経営力強化を後押しすること。 

 

（内容） 

中小事業者が既存の空調機を高効率空調機へ更新するため

の設備費及び工事関連費の一部を補助します。 

 

 

<2024 年度の取組指標> 

 ●補助件数 20０件 

●CO2 排出量削減効果 860t-CO2 

 【脱炭素・エネルギー政策課 06-6210-9254】 

 

 

■1-18 中小事業者脱炭素重点対策促進事業【新規】 ［ 40,000 千円] 

 

（目的） 

中小事業者の脱炭素化に向けて重点的に実施すべき取組みを加速化させること。 

 

（内容） 

中小事業者が府へ届け出た対策計画書に基づいて実施する太陽光発電設備の導入に要する費用の一

部を補助します。 

 

<2024 年度の取組指標> 

 ●補助件数 10 件 

●CO2 排出量削減効果 390t-CO2 

（環境省 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金（重点対策加速化事業）を活用。令和６年３月に申請予定） 

 【脱炭素・エネルギー政策課 06-6210-9254】 

 

  

高効率空調機 
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■1-19 建築物の環境配慮制度の推進 ［ 2,330 千円] 

 

（目的） 

建築主等による建築物の環境配慮に関する取組みの促

進を図ること。 

 

（内容） 

気候変動対策推進条例に基づき、CO2 削減･省エネ対策

等の建築物の環境配慮のための計画書の届出、再生可能

エネルギー利用設備の導入検討、広告へのラベルの表示に

ついて義務づけるとともに、これらについて必要な指導や助

言を行います。 

また、特に優れた建築物の環境配慮の取組みを行った建

築主や設計者を府と大阪市で「おおさか環境にやさしい建

築賞」として表彰するほか、受賞者等による講演会を開催し

ます。 

さらに、過年度の受賞建築物について現地見学会を開催

し、建築物の環境配慮に関する普及啓発に努めていきま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

表示ラベル 

（大阪府建築物環境性能表示) 
 
 

 

 

 

 

 

 

令和 4 年度おおさか環境にやさしい建築賞 

大阪府知事賞建物 

（枚方市総合文化芸術センター） 

<2024 年度の取組指標> 

 ●「おおさか環境にやさしい建築賞」の受賞建物の府民向け現地見学会等の開催 開催回数 ４回程度 

 【建築環境課 06-6210-9725】 

 

■1-20 おおさかスマートエネルギーセンターの運営 ［  4,258 千円] 

 

（目的） 

「再生可能エネルギーの普及拡大」や「エネルギー消費の抑制」などに取組み、エネルギーの地産地消や

府外からの広域的な再生可能エネルギーの調達による新たなエネルギー社会の構築をめざすこと。 
 

（内容） 

大阪のエネルギー関連事業の推進拠点である「おおさかスマートエネルギーセンター」において、府民、

事業者等からの問合せ・相談にワンストップで対応するとともに、様々な事業を実施します。 

【主な事業】 

・創エネ･省エネ･蓄エネ対策の相談・アドバイス 

・一定の基準を満たす太陽光発電及び蓄電池システム製造者、施工店及び販売店の登録・公表 

・共同購入による太陽光発電及び蓄電池システムの普及拡大 

・住宅用太陽光発電等の導入費用の負担軽減に係る低利ソーラークレジットの提供 

・再生可能エネルギー由来の電気の利用促進に係る事業者のマッチング 

・中小事業者を対象に省エネ実行までのプロセスの最初から最後までを経営面も含めてまるごとサポート 

・事業者登録制度を活用した EMS（ｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ）の普及啓発 

・省エネ・省 CO2 に関するセミナーの開催、府民・事業者等で実施するセミナー等への講師派遣の実施 

・ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）の普及啓発 

・下水熱や地中熱などの未利用エネルギーや再生可能エネルギーの導入可能性に向けた普及啓発 

<2024 年度の取組指標> 

 ●低利ソーラークレジット事業や省エネ診断などによる総マッチング件数 200 件 

●省エネセミナー 

・開催回数 20 回  

・合計参加人数 400 人 

 【脱炭素・エネルギー政策課 06-6210-9254】 
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■1-21 万博を契機とした環境・エネルギー先進技術普及事業 ［ 4,228 千円] 

 

（目的） 

脱炭素や海洋プラスチックごみ削減の長期目標の達成に資する環境先進技術の普及を促進すること。 

 

（内容） 

環境・エネルギー先進技術について、令和５年度に作成した普及啓発コンテンツを用い、府民・事業者向

けセミナー等を通じ広く発信し、事業者による実用化・事業化につなげます。 

 

<2024 年度の取組指標> 

 ●府民・事業者向けセミナー  ２件 

 【脱炭素・エネルギー政策課 06-6210-9319】 

 

■1-22 カーボンニュートラル技術開発・実証事業 ［ 800,148 千円] 

 

（目的） 

2025 年大阪・関西万博でのカーボンニュートラルに資する最先端技術の披露を目指す事業者を支援す

る補助制度を創設し、万博での披露、そして万博で披露した最先端技術の社会実装に向けた動きにつな

げ、大阪のさらなる成長と次世代グリーンビジネスとして展開・拡大していくこと。 

 

（内容） 

2025 年大阪・関西万博でのカーボンニュートラルに資する最先端技術の披露を目指し、試作設計や開

発・実証を行う事業者に対し、必要な経費の一部を補助します。 

 

<2024 年度の取組指標> 

 ●採択企業毎に１回以上／年のフォロー 

 【産業創造課  06-6210-9295】 

 

■1-23 脱炭素型農業の推進 ［ 34,906 千円] 

 

（目的） 

「おおさか農政アクションプラン」では、大阪エコ農産物・有機農産物の生産

振興や販路拡大、脱炭素意識の啓発により農分野での脱炭素社会への貢献に

取り組むこととしており、農業者、事業者、消費者等が一体となり、農産物の生

産から販売、消費に至る各段階で環境への負荷の低減を図ること。 

 

（内容） 

【脱炭素型農業推進事業】 

有機農産物等の生産を拡大するため、栽培技術体系の確立等を行います。 

【大阪エコ農業総合推進対策事業】 

化学合成農薬と化学肥料の使用を従来の半分以下で生産した農産物を「大

阪エコ農産物」として認証する制度を推進するほか、（地独）大阪府立環境農

林水産総合研究所と連携し病害虫防除に関する調査研究等を行います。 

 

 

 

 

 

 

Osaka AGreen 

Action 

 

 

 

 

大阪エコ農産物 

<2024 年度の取組指標> 

 ●有機農業栽培マニュアルの作成品目数 1 品目 

 【農政室  06-6210-9590】 
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CO2排出の少ないエネルギー（再生可能エネルギーを含む）の利用促進 

 

■1-24 気候変動対策推進条例に基づく再生可能エネルギーの供給拡大に関する制度の推進 

 ［ - 千円] 

 

（目的） 

府内における再生可能エネルギーの供給(販売)を拡大するとともに、消費者による二酸化炭素の排出の

少ないエネルギーの選択を促進すること。 

 

（内容） 

府の区域内に電気の小売供給を行う事業者に対して、小売供給を行う電気に係る排出係数※の低減及

び再生可能エネルギーの供給拡大に関する計画・目標等を記載する対策計画書・実績報告書の提出を義

務付ける新たな制度を推進します。 

※排出係数：1kWh あたりの電気供給に排出される CO2 の量を示す係数 

 

<2024 年度の取組指標> 

 ●計画書・実績報告書の届出件数 

【参考】20２３年度実績 

・計画書の届出件数 38 件 

 【脱炭素・エネルギー政策課 06-6210-9319】 

 

 

■1-25 太陽光発電及び蓄電池システムの共同購入支援事業 ［ - 千円] 

 

（目的） 

「設置費用の低減」「手続きの簡素化」「施工業者の信頼性の確保」など

により、太陽光パネル及び蓄電池の更なる普及拡大をめざすこと。 

 

（内容） 

府と協定を締結した支援事業者が、府内全域から太陽光パネル及び蓄

電池の共同購入希望者を募り、スケールメリットを活かした価格低減と設

置までのサポートにより、太陽光パネル及び蓄電池の普及拡大を図ります。 

 

 

<2024 年度の取組指標> 

 ●太陽光発電及び蓄電池の共同購入の参加登録世帯数 3,000 世帯 

 【脱炭素・エネルギー政策課 06-6210-9254】 
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■1-26 水素関連ビジネス創出基盤形成事業 ［ 629 千円] 

 

（目的） 

多様な企業集積を誇る大阪の強みを活かしつつ、様々な分野での水

素需要の拡大による府内企業の活躍フィールドの創出・拡大を図るとと

もに、府内中小企業による参入促進等を進め、もって将来に大きな成長

が見込まれる水素関連ビジネスによる大阪産業の成長実現を図ること。 

 

（内容） 

「H２Osaka ビジョン２０２２」に沿って、大阪の特色を活かした実証事

業の実施等の水素技術の実用化に向けた取組みを推進します。 

また、関係機関等と連携し、万博を契機に水素の社会受容性の向上や

関連技術等の事業化などに向けた取組みを推進します。 

水素需要拡大に関する研究会等を開催します。 

 水素の多様な活用 

<2024 年度の取組指標> 

 ●水素需要拡大に関する研究会等の開催 8 回以上/年 

 【産業創造課  06-6210-9295】 

 

 

■1-27 エネルギー産業創出促進事業 ［ 21,773 千円] 

 

（目的） 

エネルギー関連分野の先進的な製品やサービス等の事業化を加速し、

大阪発の新たな事業創出を促進すること。 

 

（内容） 

【府内企業に対する開発支援補助】 

府内企業が取り組む、蓄電池、水素・燃料電池、再生可能エネルギー等

の材料・部材や製品の開発・実証実験等に要する経費を一部補助します。 

【事業化調査検討支援補助】 

次世代エネルギーの供給拠点やカーボンニュートラル技術のサプライチ

ェーン拠点等の整備に向けた事業化調査・検討等に要する経費を一部補

助します。 

【府内で実施する実証実験補助】 

AI、IoT やロボット等のデジタル技術関連ビジネスに関する実証実験を

府内で実施する場合において、運搬費、仮設費、保険料等の経費を一部補

助します。 

 

農業用マルチコプターの 

高出力バッテリー 

 

<2024 年度の取組指標> 

 ●採択企業フォロー回数 2 回以上（企業毎） 

●事業化調査等支援件数 ２件 

 【産業創造課 06-6210-9484】 
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■1-28 カーボンニュートラル技術実装推進事業 ［ 7,623 千円] 

 

（目的） 

カーボンニュートラルに資する先端技術（以下 CN 先端技術）について、社会実装に向けた企業のニーズ

等把握や技術コーディネート等による大阪でのビジネス化促進の支援を行い、大阪での CN 先端技術の実

装を推進すること。 

 

（内容） 

水素・燃料電池や蓄電池等の CN 先端技術を有する府内外の大手・中堅企業や、大阪での技術実装・ビ

ジネス展開に意欲を有する中小・スタートアップ企業に対し、府職員が専門家と連携して、技術実装や新た

なビジネス展開に関するニーズやシーズを把握します。大阪の産業振興や経済成長につながるよう、ニー

ズ等に応じて、国や地方公共団体、大学等研究機関や金融機関などの支援機関とも連携し、技術コーディ

ネートや企業等の交流促進の取組みを実施します。 

 

<2024 年度の取組指標> 

 ●府内外の企業訪問 100 件／年 

 【産業創造課 06-6210-9484】 

 

輸送・移動における脱炭素化に向けた取組促進 

 

■1-29 気候変動対策推進条例に基づく電動車の普及促進 ［ - 千円] 

 

（目的） 

自動車販売事業者（ディーラー）等における電動車普及に係る取組みを促進すること。 

 

（内容） 

府内における新車販売台数 3,000 台以上の自動車販売事業者を対象として、計画書・実績報告書の届

出を義務付け、電動車普及に係る取組み等の実施を促します。 

 

<2024 年度の取組指標> 

 ●計画書・実績報告書の届出件数 

【参考】2022 年度実績 

・計画書の届出件数 17 件 

 【脱炭素・エネルギー政策課 06-6210-9586】 
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■1-30 官民協働の率先導入・普及啓発による電動車の普及促進 ［ - 千円] 

 

（目的） 

電動車の普及を推進し、温室効果ガス及び自動車排出ガスの排出を

削減すること。 

 

（内容） 

「おおさか電動車普及戦略」の目標達成に向け、「おおさか電動車協働

普及サポートネット」において、民間企業、関係団体、国や市町村等と協

働し、率先導入や啓発活動等の取組みを実施することにより、電動車の

普及を促進します。 

また、庁内公用車においても、「ゼロエミッション車等導入指針」に基づ

き、電動車の率先導入に努めます。 

 

超小型電動モビリティの 

イベントでの展示 

<2024 年度の取組指標> 

 ●電動車展示会・試乗会開催回数 ５回 

●メールマガジン発行回数 12 回 

 【脱炭素・エネルギー政策課 06-6210-9586】 

 

■1-31 乗車体験等を通じたゼロエミッション車普及促進事業 ［ 6,213 千円] 

 

（目的） 

ゼロエミッション車（ZEV）の現状や最新情報を認識してもらい、

ZEV の購入・利用を促進すること。 

 

（内容） 

カーシェアを通じ乗車による ZEV の乗車体験機会を府民に提

供します。また、自動車販売事業者（ディーラー）と連携して非常時

にも役立つ給電機能等の体験キャンペーンを一斉に実施します。 

 

 

乗車体験事業の 

PR ステッカー 

<2024 年度の取組指標> 

 ●カーシェア事業における乗車体験人数 ３００名 

●キャンペーン参加店舗数 100 店舗 

 【脱炭素・エネルギー政策課 06-6210-9586】 

 

■1-32 万博を契機としたバス事業者の脱炭素化促進事業 ［ 971,000 千円] 

 

（目的） 

万博を契機に、公共交通機関であるバスのゼロエミッション化に

集中的に取り組み、府内の脱炭素化を強力に推進すること。 

 

（内容） 

万博会場へのクリーンな移動手段の確保のため、駅シャトルバス

への EV/FC バス導入について大阪府市が必要な経費の一部を

補助します。 

 EV バスの例 

<2024 年度の取組指標> 

 ●補助台数 52 台 

 【脱炭素・エネルギー政策課 06-6210-9586】 
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■1-33 電気自動車用充電設備の整備促進 ［ - 千円] 

 

（目的） 

誰もが安心して電気自動車（EV）を利用できる環境を整えるため、充電設備の設置に関して様々な課題

のある集合住宅等への設置促進を支援すること。 

 

（内容） 

「おおさか電動車協働普及サポートネット」構成員等と協働して、国の補助制度や、集合住宅での充電設

備の設置に係る課題解決を支援するセミナー等を実施します。 

 

<2024 年度の取組指標> 

 ●セミナー等の実施回数 1 回 

 【脱炭素・エネルギー政策課 06-6210-9586】 

 

資源循環の促進 

※ 「Ⅱ 資源循環型社会の構築」に記載する取組みを推進 

 

森林吸収・緑化等の推進 

※ 「Ⅴ 魅力と活力ある快適な地域づくりの推進」の「森林吸収・緑化等の推進」に記載する取組みを推進 

 

気候変動適応の推進等 

 

■1-34 おおさか気候変動適応・普及強化事業 ［ 2,499 千円] 

 

（目的） 

府民・事業者の仲介役を担う府内市町村や関係団体等への情報提供

等を通じて、府民の気候変動適応に関する行動の定着を図ること。 

 

（内容） 

おおさか気候変動適応センターに集積した科学的知見や連携体制を

最大限に活用し、セミナー等を開催します。 

また、防災分野に関する府内での気候変動の影響や適応について、有

識者の確認を受けながら最新の知見の収集・整理を行います。 

防災の歴史や背景をセミナーで紹介し、内水氾濫への適応策として洪

水調整施設の見学会を実施します。 

子どもや高齢者等に関わる方向けに暑さから身を守る対策等の手法

についてセミナーを実施します。 

 

※府では、2020 年 4 月、気候変動適応法に基づき、（地独）大阪府立

環境農林水産総合研究所を「おおさか気候変動適応センター」に指定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪府内の気候変動の影響と

適応に関する 7 分野 

 

<2024 年度の取組指標> 

 ●座学研修 開催回数 1 回  

●啓発セミナー 開催回数 ３回 

●見学会開催回数 ２回 

 【脱炭素・エネルギー政策課 06-6210-9553】 
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■1-35 暑さ対策の推進 ［ 247 千円] 

 

（目的） 

暑さから身を守る「涼む」「気づく」「備える」の３つの習慣を府民に普及

し、暑さによる人への影響を軽減すること。 

 

（内容） 

おおさかクールオアシスプロジェクトとして、猛暑の際に外出先で暑さ

をしのげる涼しい空間（クールオアシス）について、民間事業者（薬局等）

と連携して普及し、府民の利用促進を図ります。 

また、暑さによる危険を把握し、必要な行動を取ることができるよう、

環境省が提供する『暑さ指数情報メール』の登録や熱中症警戒アラート

等を周知します。 

さらに、企業協賛を得て暑さ対策の取組促進に資する啓発物品（経口

補水液、紙扇子など）を活用し各種環境イベント等で府民に周知します。 

 

クールオアシスプロジェクトの

表示例 

<2024 年度の取組指標> 

 ●おおさかクールオアシスプロジェクト参加業種 4 業種  

(薬局、携帯ショップ、雑貨店、カーディーラー) 

 【脱炭素・エネルギー政策課  06-6210-9553】 
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《現状》 

 

 

 

 

 
《２０３０年の実現すべき姿》 
 
➢ ３R の取組みが一層進み、廃棄物はほぼ全量が再生素材やエネルギーとして使用され、最終処

分量が必要最小限となっている。また、サーキュラーエコノミーへの移行が進み、少ない資源で

必要な物が生産されるとともに全ての府民が持続可能なライフスタイルの実践に向け取組を進

めている。 

➢ 府民誰もが食品ロス削減のための具体的な行動をとっている。 

➢ 海洋プラスチックごみの削減に向けて、使い捨てプラスチックの削減・適正処理、プラスチック代

替素材（紙、バイオプラスチック等）への切替等が一層進み、大阪湾へ流れ込むプラスチックごみ

が減っている。 

●施策の方向 

➢ リデュースとリユースの推進 

➢ リサイクルの推進 

➢ プラスチックごみ対策の推進 

➢ 適正処理の推進 

■ 府内から排出された一般廃棄物は、総量 289 万トン、そのうち再生利用量は 38 万トン、最終処分

量は 34 万トンとなっています。（2022 年度速報値） 

■ 府内から排出された産業廃棄物は、総量 1,357 万トン、そのうち再生利用量は 440 万トン、最終

処分量は 40 万トンとなっています。（2019 年度） 

 

 

注）四捨五入しているため、合計が合わない場合がある。 
一般廃棄物の最終処分量等の推移 

 

産業廃棄物の最終処分量等の推移 

注）四捨五入しているため、合計が合わない場合がある。 

■ 容器包装プラスチック（一般廃棄物のみ） 

排出量：21 万トン（2022 年度速報値） ※2021 年度：25 万トン 

再生利用率：31％（2022 年度速報値） ※2021 年度：28％ 
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《分野別計画及び目標等》 

 

➢ 大阪府循環型社会推進計画 

  目標（2025 年度）： 

・一般廃棄物 

排出量を 276 万トン、再生利用率を 17.7％、最終処分量を 31 万トン、１人１日当たり生活系ごみ

排出量を 400g/人･日とする。 

・産業廃棄物 

排出量を 1,368 万トン、再生利用率を 33.2％、最終処分量を 33 万トンとする。 

・プラスチックごみ 

プラスチックの焼却量を 36 万トン、有効利用率を 94％、容器包装プラスチック（一般廃棄物のみ）

の排出量を 21 万トン、再生利用率を 50％とする。 

進行管理指標： 

・一般廃棄物 

１人１日当たり事業系ごみ排出量、事業系資源化物も含めた再生利用率 

・産業廃棄物 

排出量から減量化量を除いた再生利用率、排出量から減量化量を除いた最終処分率 

・プラスチックごみ 

プラスチック排出量・再生利用量・最終処分量・単純焼却量 

生活系焼却ごみのプラスチック混入率 

 

➢ おおさか海ごみゼロプラン（大阪府海岸漂着物等対策推進地域計画） 

※ 「Ⅳ 健康で安心して暮らせる社会の構築」に記載 

 

➢ 大阪府食品ロス削減推進計画 

概要：府民に受け継がれている「もったいない」と「おいしさを追求する」心を大切にし、事業者、 

消費者、行政が一体となって、『もったいないやん！食の都大阪でおいしく食べきろう』を 

スローガンに食品ロス削減の取組みを推進する。 

目標：・2000 年度比で 2030 年度の食品ロス量の半減をめざす。 

・2030 年度までに食品ロス削減のための複数（２項目以上※）の取組みを行う府民の 

割合を 90％にする。 

 
※大阪府「令和２年度食品ロス削減に係る府民の意識調査」 

 （取組例）残さずに食べる、冷凍保存を活用する、 

賞味期限を過ぎたものは食べられるか自己判断する など 

 

 

施策事業名の横の[ ]内の数字は、2024（令和６）年度当初予算額です。 
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2024年度の主な施策･事業と取組指標 

 

リデュースとリユースの推進、リサイクルの推進 

 

■2-1 循環型社会推進計画の推進 ［ 997 千円] 

 

（目的） 

2020 年度に策定した「大阪府循環型社会推進計画(以下、循環

計画という）」に定めた３Ｒ（リデュース、リユース及びリサイクル）やプ

ラスチックごみ対策等に係る目標を達成すること。（目標年度：2025

年度） 

 

（内容） 

府が講じる施策の柱を「リデュース・リユースの推進」、「リサ

イクルの推進」、「プラスチックごみ対策の推進」、「適正処理の

推進」の４つとし、目標の達成に向け、府民、事業者、市町村と

連携して以下の関連施策を進めていきます。 

 

(1)リデュース･リユースの推進 

ごみを出さないライフスタイル・ビジネススタイルの促進、食品ロスの発生抑制、シェアリングやリユースの

促進、事業者による産業廃棄物の排出抑制の促進など 

(2)リサイクルの推進 

容器包装廃棄物などの分別収集の促進、質の高いリサイクルの促進、建設混合廃棄物の発生抑制及び

再資源化の促進など 

(3)プラスチックごみ対策 

ワンウェイプラスチックの排出抑制の推進、プラスチックごみの分別収集の促進、質の高いリサイクルの推

進、プラスチック代替素材（バイオプラスチック、紙等）の活用促進など 

(4)適正処理の推進 

一般廃棄物の適正処理の推進、排出指導者への指導等による産業廃棄物適正処理の徹底、産業廃棄物

処理業者の育成・指導、災害発生時における廃棄物処理の備えなど 

 

<2024 年度の取組指標> 

 
●以下の目標の実現に向けた取組みを実施する。 

＜現行計画の推進（目標年度：2025 年度）＞ 

（一般廃棄物） 

 ・排出量 276 万トン 

 ・１人１日当たりの生活系ごみ排出量 400g/人・日 

 ・再生利用率 17.7％ 

 ・最終処分量 31 万トン 

 ・容器包装プラスチック排出量 21 万トン 

・容器包装プラスチック再生利用率 50％ 

  

 

（産業廃棄物） 

 ・排出量 1,368 万トン 

 ・再生利用率 33.2％ 

 ・最終処分量 33 万トン 

（一般廃棄物及び産業廃棄物） 

 ・プラスチック焼却量 36 万トン 

 ・プラスチック有効利用率 94％ 

 【循環型社会推進室 06-6210-9566，06-6210-9583】 

 

  

循環型社会推進計画の実施主体 
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■2-2 再生品普及促進事業 ［ 685 千円] 

 

（目的） 

資源の循環的な利用の促進と循環型社会の形成に寄与する事業を

営む事業者を育成すること。 

 

（内容） 

府内で発生した循環資源（廃棄物等）を利用して日本国内の工場で

製造したものや国内で発生した循環資源を利用して府内の工場で製

造し品目ごとの認定基準に適合するものを「大阪府認定リサイクル製

品」として認定します。 

「繰り返しリサイクルされる製品」にも着目して認定することで、「より

質の高いリサイクル」を推進しています。 

 

 

 

 

 

 

 

「なにわエコ良品ネクスト」 

マーク 

 

 

 

 

 

 

<2024 年度の取組指標> 

 ●認定回数 年１回（３月） 

【参考】 

2023 年度末認定製品数 345 製品（予定） 

（うち、なにわエコ良品ネクストは 150 製品） 

 【循環型社会推進室 06-6210-9567】 

 

 

■2-3 容器包装リサイクルの推進 ［ 114 千円] 

 

（目的） 

「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律

（容器包装リサイクル法）」に基づき、府内における容器包装廃棄物の

発生抑制や再商品化を促進すること。 

 

（内容） 

第 10 期大阪府分別収集促進計画（2023～2027 年度）に基づ

き、市町村の分別収集の実施状況や保管施設の整備状況を把握しま

す。また、容器包装廃棄物の３R を推進するため、発生抑制や分別収

集の促進に関する情報を府民や市町村へ提供するとともに、効果的

な手法等は市町村間で情報共有を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ペットボトルの選別施設 

   

 

 

 

<2024 年度の取組指標> 

 ●府内市町村の分別収集の実施状況公表時期 ４月 

【参考】 

2022 年度分別収集量（速報値）：16 万 6 千トン 

 【循環型社会推進室 06-6210-9566】 

 

  

破砕後のペットボトル 

ロハスフェスタ万博 2023 秋
での認定製品の展示 
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■2-4 産業廃棄物の多量排出事業者による取組みの促進 ［ - 千円] 

 

（目的） 

事業者の自主的な産業廃棄物の減量化への取組み等を促進すること。 

 

（内容） 

事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者（多量排出事業者）は、産業

廃棄物の減量・処理計画及びその実施状況について知事に報告することとなっています。 

事業者から提出された報告の内容をホームページ上に公表することにより、事業者の自主的な産業廃棄

物の減量化への取組み等を促進し、必要に応じ適切な助言を行います。 

 

<2024 年度の取組指標> 

 ●処理計画及び実施状況の公表 

 【参考】2022 年度公表状況  

 産業廃棄物処理計画 205 件 

 産業廃棄物処理計画実施状況報告 200 件 

 特別管理産業廃棄物処理計画 92 件 

 特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告 94 件 

 【循環型社会推進室 06-6210-9570】 

 

 

■2-5 循環経済形成促進事業【新規】 ［ 9,130 千円] 

 

（目的） 

循環計画における、廃棄物の最終処分量及び

再生利用率の数値目標の達成に向け、事業者

における循環資源の掘起しや質の高いリサイク

ルへの移行を促進すること。 

 

（内容） 

循環資源の提供事業者と再生利用事業者の

情報を視える化し、インターネット上で簡単に検

索・閲覧できるようにすることで、両者のマッチン

グを促進し、府内における循環資源の掘り起こし

や質の高いリサイクルへの移行を促すとともに、資源循環ビジネスの活性化を図ります。 

 

<2024 年度の取組指標> 

 ●登録事業者数 200 件 

●マッチング件数 ２０件 

 【循環型社会推進室 06-6210-9566】 

 

  

循環資源ナビシステム 
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■2-6 食品ロス削減対策の推進 ［ 7,294 千円] 

 

（目的） 

2020 年度に策定した「大阪府食品ロス削減推進計画」に基づき、事業

者、消費者、行政が一体となって、府内の食品ロス削減に向けた取組みを促

進すること。 

 

（内容） 

流通の各段階の事業者及び消費者を構成員とするネットワーク懇話会等

を設置し、意見交換や取組み状況の進捗管理を行います。 

また、「おおさか食品ロス削減パートナーシップ制度」の推進やセミナー・シ

ンポジウムの開催など、積極的に食品ロス削減に取り組む事業者と連携し、

府内での食品ロス削減事例の創出及び横展開を図ります。 

さらに、消費者が食品ロス問題について正しく理解し行動に移すため、ポ

ータルサイトやリーフレットなどによる情報発信を行うとともに、これらツール

を活用して啓発活動をおこなう人材を育成し、地域に根差した消費者啓発を

促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食品ロス削減月間ポスター 

 

<2024 年度の取組指標> 

 ●食品ロス削減ネットワーク懇話会開催回数 ４回 

●セミナー等開催回数 ５回 

●おおさか食品ロス削減パートナーシップ制度 

新規参加事業者数 7 事業者 

 【流通対策室 06-6210-9607】 
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プラスチックごみ対策の推進 

 

■2-7 おおさかプラスチックごみゼロ宣言推進事業 ［ 4,887 千円] 

 

（目的） 

プラスチックごみ問題に対する府民や事業者の環境意識

の向上を図り、使い捨てプラスチックごみの削減などにつな

がるあらゆる主体の環境配慮行動を促進すること。 

 

（内容） 

【おおさかプラスチック対策推進プラットフォームの運営】 

海洋プラスチックごみ問題の解決に向け、有識者、事業者

団体、NPO、市町村など幅広い関係者によるプラットフォー

ムとその分科会において、テーマごとに具体的な対策の検

討、実証事業の実施、効果検証等を行うとともに、効果的な

取組みを広く共有・発信します。 

【マイボトルの普及拡大・啓発】 

府、事業者、NPO、市町村等で構成する「おおさかマイボ

トルパートナーズ」の会議を開催し、マイボトルの利用啓発、

マイボトルスポットの普及、効果的な情報発信について意見

交換を行います。 

また、各主体が連携した取組みを行う等、マイボトル利用

をはじめとするプラスチックごみ削減の機運を醸成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おおさかプラスチック対策推進 

プラットフォーム 

 

 

 

 

 

おおさかマイボトルパートナーズ 

によるイベントでのマイボトルスポット設置 

<2024 年度の取組指標> 

 ●おおさかプラスチック対策推進プラットフォーム実施回数 

全体会合 ２回 

分科会  ４回（２分科会×２回） 

●おおさかマイボトルパートナーズ会議実施回数 ２回 

 【脱炭素・エネルギー政策課 06-6210-9319】 

 

  

分野別
専門家

業界
団体

事業者 NPO

非意図的
排出物質
分 科 会

排出削減
事業スキーム
分 科 会

＜構成メンバー＞

市町村

共有

対策
検討
実施

対策
検討
実施

共有

府民の意識改変・行動変容

周知

プラスチック
流出対策
分 科 会

プラスチックごみ
排出抑制事業
スキーム分科会
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■2-8 使い捨てプラスチックごみ対策推進事業【一部新規】 ［ 8,870 千円] 

 

（目的） 

循環計画のプラスチックごみ対策の推進等に関する目標を達成するため、府

民の行動変容を促進し、使い捨てプラスチックの使用を削減すること。 

 

（内容） 

マイ容器等の利用可能な店舗を検索できる「Osaka ほかさんマップ（2021

年 10 月開設）」の掲載店舗の拡大を図るとともに、府民への情報発信の強化を

図り、引き続き運用します。 

また、「ほかさん style コレクション（仮称）」として、府民が日常生活で実践し

ている、３Ｒの工夫や取組みを募集し、優良な事例を広く周知するなど、府民への

情報発信の強化を図り、府民の意識醸成や行動変容を促進します。 

加えて、オフィス街・商店街等でマイボトルやリユースカップ等の利用できる場

を新たに創出し、府民、企業等、あらゆる主体と連携・協働し、地域全体で使い捨

てプラスチック削減の取組みを進めるモデル事業を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osaka ほかさんマップ 

 

<2024 年度の取組指標> 

 ●Osaka ほかさんマップ掲載店舗数 900 店舗 

●３Ｒ実践事例の応募数 50 件 

●リユースカップ等の利用可能店舗数 10 店舗 

 【循環型社会推進室 06-6210-9566】 

 

■１-２１ 万博を契機とした環境・エネルギー先進技術普及事業 [ 4,228 千円] 

「Ⅰ 脱炭素・省エネルギー社会の構築」に記載する「万博を契機とした環境・エネルギー先進技術普及事業」参照（p15） 

 

適正処理の推進 

 

■2-9 ＰＣＢ廃棄物等適正処理の推進 ［ 1,583 千円] 

 

（目的） 

ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）廃棄物及び使用製品について、処分期限であ

る 2026 年度末までの処理の推進を図ること。 

 

（内容） 

ＰＣＢ廃棄物及び使用製品の処理について、市町村等と連携し広報紙や講

習会等を活用して広く周知を行うとともに、保管事業者等に対し、確実かつ

早期に処理を行うよう、報告徴収や立入検査等により指導を行います。 

府保有（集約保管分）の小型コンデンサー等 PCB 廃棄物については、早

期に処理を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＰＣＢ廃棄物に 

係る立入検査 

 

<2024 年度の取組指標> 

 ●PCB 保有事業者への講習会等による周知回数 10 回 

●府保有（集約保管分）の PCB 廃棄物の処理量 0.1 トン 

 【循環型社会推進室  06-6210-9583】 
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■2-10 産業廃棄物の適正処理の徹底 ［ 37,144 千円] 

 

（目的） 

廃棄物の排出事業者や処理業者への指導を徹底し、不適正処理の未

然防止、早期発見を図ること。 

 

（内容） 

排出事業者や処理業者に対しては、産業廃棄物管理票（マニフェスト）

の交付や適正処理に向けた指導の徹底を図ります。 

さらに、産業廃棄物の野積みや野外焼却等の不適正処理の未然

防止、早期発見に向けた随時のパトロールによる監視・指導など、

警察等と連携しながら法令遵守の徹底を図るとともに、土地所有者

等への土地の適正管理等の啓発・指導により不適正処理の未然防

止を図ります。 

有害使用済機器（廃棄物を除く、使用済の電気電子機器）については、届出や保管・処分の基準遵守を

指導していきます。 

・建設廃棄物の分別排出、混合廃棄物の発生・排出抑制の取組促進、廃棄物の適正処理推進のため、説明

会の開催、パトロール等を実施します。 

・不適正処理防止推進強化月間(６月・11 月)を定め、集中パトロール等の取組みを実施します。 

 

<2024 年度の取組指標> 

 ●排出事業者への説明会開催回数 ３回 

【参考】202２年度実績 

・不適正処理件数 375 件 

 【循環型社会推進室 06-6210-9570】 

 

  

産業廃棄物の不適正処理現場 

（野外焼却） 
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■2-11 廃棄物最終処分場の適正管理等 ［ 180,209 千円] 

 

（目的） 

廃棄物最終処分場の適正管理及び確保を図ることにより、廃

棄物の適正処理を進め、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に

資すること。 

 

（内容） 

大阪湾圏域広域処理場整備事業（フェニックス事業）につい

て、関係地方公共団体と協力し、事業促進を図ります。 

また、産業廃棄物最終処分場である堺第７-３区について、周辺

環境等に影響を及ぼさないよう、法令に則した適切な維持管理等

を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

フェニックス処分場での廃棄物受入 

 

 

 

 

 

<2024 年度の取組指標> 

 ●大阪湾圏域広域処理場整備事業の促進会議等

開催回数 40 回 

●堺第７-３区の適切な維持管理 

 ・環境調査 

  実施回数 12 回  

 検体数 1,8９０検体 

  

 

 

・老朽化対策  

 護岸電気防食工事 90 箇所 

 排水路改修工事 230ｍ 

 【循環型社会推進室 06-6210-9562】 

 

堺第 7-3 区での排水路改修工事 
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Ⅲ 全てのいのちが共生する社会の構築 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
《２０３０年の実現すべき姿》 

 

➢ 生物多様性の保全や自然資本の持続可能な利用の機運が醸成され、多様な主体が連携し、府域

の自然環境の保全及び回復活動が進んでいる。 

➢ 府民、事業者、民間団体などあらゆる主体が生物多様性の重要性を理解し、日常生活の中でも自

然環境に配慮した行動をしている。 

➢ 希少な野生生物について生息状況のモニタリングが進むとともに、関係者が連携して特定外来生

物の防除対策が進んでいる。 

 

《現状》 

■ 自然環境に配慮した行動をする府民の割合について、2022 年度は 15.2%となっています。 

 

 

自然環境に配慮した行動をする人の割合（大阪府政策マーケティング・リサーチ） 

 

■ 府内において連携した取組み（※１）を行っている事業者・団体数は、2022 年度、342 事業者・

団体となっています。 

※１ 地域での生物多様性保全活動や森づくり活動等 

 

■ 府内で確認された特定外来生物（※２）のうち、必要な対策（防除・啓発）がなされた割合には、

202２年度は 28.1%（３２種のうち９種）となっています。 

※2 アライグマ、クビアカツヤカミキリ、ヒアリなど 32 種 

 

■ 法令等に基づく地域指定実面積は、2022 年度末時点で 46,964ha（※３）となっています。 

  ※３ 内訳：陸域 46,942ha、海域 22ha 
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施策事業名の横の[ ]内の数字は、2024（令和６）年度当初予算額です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●施策の方向 

➢ 生物多様性の理解と生物多様性に資する行動の促進 

➢ 自然資本の持続可能な利用、維持・充実 

➢ 生物多様性保全に資する仕組みづくりの推進 

 

 

《分野別計画及び目標等》 

 

➢ 大阪府生物多様性地域戦略 

概要：生物多様性基本法に基づく、府内の生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する基本

的な計画 

  目標：〇自然の恵みに関する意識の向上 

〇自然環境に配慮した行動の促進 

〇自然環境の持続的な保全の推進 

〇事業者等と連携した保全活動の推進 

〇特定外来生物の防除の推進 

〇市町村や保全団体等と連携したモニタリング体制の構築 

 
 



34 

 

2024年度の主な施策･事業と取組指標 

 

生物多様性の理解と生物多様性に資する行動の促進 

 

■3-1 生物多様性地域戦略に基づく生物多様性普及啓発の推進 ［ 8,000 千円] 

 

（目的） 

自然の恵みに関する意識の向上や自然環境に配慮した行動の促進を

図るため、普及啓発を進めること。 

 

（内容） 

消費者視点での生物多様性と暮らしに関わる情報発信ツール「おおさ

か生物多様性なび（仮称）」の提供や、五感による自然の体感を通じた普

及啓発により、生物多様性の「日常化」・「身近化」を進めます。 

また、教育現場や企業等における生物多様性研修プログラムの普及を

推進し、特に次世代を担う若い世代の自然の恵み（生態系サービス）に関

する意識醸成を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多奈川ビオトープでの 

保全活動 

 

<2024 年度の取組指標> 

 ●おおさか生物多様性施設連絡会開催回数 1 回 

●多奈川ビオトープでの保全活動への参加人数 約 300 人 

 【みどり推進室 06-6210-9557】 

 

自然資本の持続可能な利用、維持・充実 

 

■3-2 多様な主体と連携した森・里・川・海における取組み ［ - 千円] 

 

（目的） 

多様な主体の生物多様性保全に向けた取組みを促進すること。 

 

（内容） 

生物多様性保全に積極的に取り組む企業・団体の取組みを PR する

「おおさか生物多様性応援宣言」登録制度により、企業や団体の生物多

様性保全への取組みを促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業が参画する保全活動 

 

<2024 年度の取組指標> 

 ●「おおさか生物多様性応援宣言」制度 

宣言企業・団体数 100 社・団体 

 【みどり推進室 06-6210-9557】 
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■3-3 外来生物に対する取組み ［ - 千円] 

 

（目的） 

府内で確認されている特定外来生物等について、府民等の

理解を促進し、被害拡大防止のため、効果的な防除を進めるこ

と。 

 

（内容） 

府内で確認されている特定外来生物等の生態系等への影

響、見つけた場合の対処方法などを取りまとめた「大阪府特定

外来生物アラートリスト」を活用し、府民等の理解を促進しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定外来生物 

クビアカツヤカミキリ 

※写真提供：(地独)大阪府立環境農

林水産総合研究所 

<2024 年度の取組指標> 

 ●特定外来生物の防除研修会の開催回数 １回 

 【みどり推進室 06-6210-9557】 

 

 

■3-4 共生の森づくり活動の推進 ［ 7,976 千円] 

 

（目的） 

堺第７－３区産業廃棄物最終処分場において、自然再生のシンボルとなる

共生の森を整備し、多様な主体の協働による森づくり活動を支援すること。 

 

（内容） 

堺第 7－3 区産業廃棄物処分場の一部「共生の森（約 100ha）」において、

野鳥や小動物の生息する草地や水辺等に森林が介在する大規模な“みどりの

拠点”を創出するために、府民、ＮＰＯ、企業等多様な主体との連携による植

栽、草刈、間伐等の森づくり活動と、自然観察等の自然環境学習を実施しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共生の森での森づくり

活動 

 

<2024 年度の取組指標> 

 ●府主催の森づくり活動 

実施回数 ８回 

参加人数 約５００人 

 【みどり推進室 06-6210-9557】 
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生物多様性保全に資する仕組みづくりの推進 

 

■3-5 天然記念物イタセンパラの保護増殖及びこれを活用した普及啓発事業 

［ - 千円] 

 

（目的） 

淀川に生息する天然記念物で国内希少野生動植物種の淡水魚イタセンパラ

の野生復帰の試みと、それらを用いた普及啓発を推進し、生物多様性保全の

重要性についての府民等の理解を促進すること。 

 

（内容） 

（地独）大阪府立環境農林水産総合研究所 生物多様性センターでは、セン

ター内の試験池においてイタセンパラの生息域外保全を行っています。また、

生息域内保全として、2009 年度から国土交通省・淀川河川事務所と共同で

淀川への野生復帰の試みを開始し、城北ワンドでは 2013 年に再導入を行っ

ています。 

2024 年度は、地引網や環境 DNA 分析等を用いたイタセンパラの生息状

況の確認や外来種の防除、イシガイ科二枚貝の保全等に関する調査研究を行

うとともに、「淀川水系イタセンパラ保全市民ネットワーク（イタセンネット）」が行

う保全活動の支援を行います。また、親子等を対象とした観察会等を開催し、

生物多様性に関する普及啓発を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イタセンパラ 

 

 

 

 

 

 

イタセンネットの 

活動の様子 

<2024 年度の取組指標> 

 ●観察会 

実施回数 １回  

参加人数 100 人 

 【みどり推進室 06-6210-9557】 

 

 

■3-6 日本万国博覧会記念公園事業（市民参画型事業） ［ - 千円] 

 

（目的） 

万博記念公園における生物多様性の向上を図るため、市民参画等

により、園内環境の整備を行うこと。 

 

（内容） 

NPO 団体等との協働により、竹林や花壇の整備を行うと共に、自

然ガイドなどの情報発信を行います。 

※2018 年 10 月から、指定管理者に事業引き継ぎ済 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

竹林の保全活動 

 

<2024 年度の取組指標> 

 ●市民参加による管理面積 

竹林・田畑・果樹園 5.2ha 

園内花壇 0.6ha 

 【日本万国博覧会記念公園事務所 06-6877-3349】 
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■3-7 希少な野生動植物種の保全に資する仕組みづくり ［ - 千円] 

 

（目的） 

生物多様性の保全に資する行動を促進し、希少な野生動植物種保全のための仕組みづくりを進めるこ

と。 

 

（内容） 

生物多様性の保全に向けた取組みを効果的に進めるため、研究機関や市町村等と連携して府内の野生

動植物種に係る調査情報等を収集し、府ホームページにおいて公表します。 

 

 

 

 

 

 

 

<2024 年度の取組指標> 

 ●府ホームページ更新回数 １回 

 【みどり推進室 06-6210-9557】 

 

  

ハッチョウトンボ（府絶滅危惧Ⅰ類） 
サギソウ 

（環境省準絶滅危惧、府絶滅危惧Ⅱ類） 

※写真提供：(地独)大阪府立環境農林水産総合研究所 
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■ 光化学スモッグ注意報の発令回数は、

年度毎に気象条件による変動が大きく、

増減を繰り返しています。また、九州地

方から関東地方の広い範囲で発令があ

り、西日本や日本海側では、広域移流

の影響も指摘されています。 

Ⅳ 健康で安心して暮らせる社会の構築 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《現状》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

《２０３０年の実現すべき姿》 

 

➢ すみわたる空気やすんだ川、豊かな海や里山がある大阪が実現している。 

➢ 環境リスクが最小化され、良好で安心して暮らせる生活環境が確保されている。 

➢ 環境に関するリスクコミュニケーションの普及により、府民、事業者、行政機関等が信頼しあい 

安心できる暮らしが確立されている。 

 

二酸化窒素の生活環境保全目標達成状況の推移  

■ 二酸化窒素は、改善傾向にあり、生活環境保全目

標(１時間値の１日平均値が 0.04～0.06ppm の

ゾーン内、またはそれ以下)の上限値 0.06ppm

を 下 回 る レ ベ ル に 達 し 、 ９ 割 以 上 の 地 域 が

0.04ppm 未満となっています。 

 

PM2.5 とは 

大気中に浮遊する粒子状物質のうち、粒径 2.5 マイクロメ

ートル以下の微小な粒子のことをいいます。 

肺の奥深くまで入り込みやすく、長期的に一定濃度以上

吸入すると、呼吸器疾患、循環器疾患等の影響が懸念さ

れます。 

光化学スモッグとは 

光化学オキシダントの濃度が高くなったとき、気象条件によ

り白くモヤがかかったようになる現象のこと。人体への影響

としては、目やのどへの刺激を中心とする被害が報告され

ています。 

 

■ PM2.5 は、2011 年度から自動測定機を順

次整備し、常時監視しています。2022 年度

は、５４局（有効測定局）で測定を行い、全局

で生活環境保全目標を達成しました。 

 

微小粒子状物質（PM2.5）の生活環境保全目標達成状況の推移 

光化学スモッグの発令回数の推移 
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■ 河川の水質は、工場・事業場の排水処理対策

や下水道の整備等によって、BOD の生活環

境保全目標達成率が近年ほぼ 90％以上とな

っています。 

 

■ 夏季に湾奥部や埋立てのための海底土砂

採取等で生じた窪地で発生する貧酸素水

塊や青潮が水生生物に影響を与えていま

す。 

底層 DO（溶存酸素量）５mg/l 以上（湾奥部は

３mg/l 以上）の達成割合：33.3％（2017 年度） 

■  

府内河川における BOD の生活環境保全目標達成状況 

貧酸素水塊とは 

水に溶けている酸素の量が極めて少ない水塊のこと。 

■ 大阪府の海岸は、埋立てや海岸整備等により、自然海岸が全体のわずか１％という状況であり、魚介

類の産卵・育成に不可欠な藻場は近年減少傾向にあると推定されています。 

（2015 年調査値：97ha、2021 年推定値：84ha）。 

■ 府内における化管法対象物質の届出排

出量は減少傾向にあります。 

 

■ 府内における化管法対象物質の排出量は、

全国第 9 位となっています。 

 

事業所 家庭 移動体

1 愛知県 8,666 5,905 2,123 2,602 19,295

2 静岡県 7,602 2,946 1,322 1,720 13,590
3 東京都 1,414 7,997 1,231 2,547 13,190
4 茨城県 5,611 4,489 1,089 1,749 12,938
5 千葉県 4,382 4,530 1,654 2,240 12,806
6 埼玉県 5,411 3,438 1,641 2,293 12,783
7 北海道 1,855 6,834 892 2,671 12,252
8 神奈川県 4,610 4,240 1,058 2,157 12,065
9 大阪府 3,826 4,941 1,214 1,999 11,979

10 広島県 7,243 2,256 802 1,307 11,608
その他 74,477 53,560 19,157 33,072 180,265

合計 125,095 101,135 32,183 54,358 312,771

都道府県
届出

排出量(トン)
排出量

合計(トン)

届出外排出量(トン)

都道府県別の化管法対象物質の排出量（2021 年度） 

 

府内における化管法対象物質の届出排出量の経年変化 
※届出排出量の数値は、最新の届出内容に基づき過去に遡って

修正しています。 

化管法とは 

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律の略称。人の健康や生態系に有害なおそ

れのある化学物質の環境中への排出量等を把握、集計、公表する仕組み（PRTR 制度）を規定。現在 515 物質（2022 年

３月までは 462 物質）がこの法律の届出対象として指定されています。 

夏季底層 DO の分布図(2020～2022 年度平均) 
【提供元】(地独)大阪府立環境農林水産総合研究所 
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■ 施策の方向 

➢ 固定発生源対策の推進 

➢  自動車から排出される窒素酸化物(NOx)と粒子状物質(PM)の削減対策の推進 

➢  PM2.5対策の検討・実施 

➢  光化学オキシダント・揮発性有機化合物（VOC）対策の推進 

➢  建築物の解体工事に伴うアスベストの飛散防止対策の徹底 

➢  騒音・振動・悪臭の防止 

➢  生活排水の 100％適正処理をめざした生活排水処理対策の促進や総量規制等の工場・ 

事業場排水対策の推進 

➢  水質汚濁負荷量の削減 

➢  大阪湾の環境改善対策の推進 

➢  水環境の保全・再生 

➢  環境リスクの高い化学物質の排出削減 

➢  化学物質に関するリスクコミュニケーションの推進 

➢  残留性有機汚染物質や汚染土壌等の適正管理・処理 

➢  地盤沈下対策の推進 

➢  環境監視 

➢  公害紛争処理 
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施策事業名の横の[ ]内の数字は、2024（令和６）年度当初予算額です。 

 

  

 
《分野別計画及び目標等》 
 
➢ 生活環境保全目標 

概要：府民の健康を保護し、生活環境を保全するための望ましい水準として、大阪府が定めてい
る目標。 

 
➢ 「豊かな大阪湾」保全・再生・創出プラン≪2022 年 10 月策定≫ 

（「瀬戸内海の環境の保全に関する大阪府計画」・「化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有
量に係る総量削減計画」） 
概要：「豊かな大阪湾」の実現をめざし、「瀬戸内海の環境の保全に関する大阪府計画（※１）」及

び「化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減計画（※２）」に基づく
施策をより一体的に推進するため、一つの計画として取りまとめたもの。 

（※１)「瀬戸内海環境保全基本計画」に基づき、大阪府の区域において、瀬戸内海の環境の保全に関
し実施すべき施策について定めたもの。 

（※２）「総量削減基本方針」に基づき、府内から発生し大阪湾に流入する化学的酸素要求量（ＣＯ
Ｄ）、窒素（Ｔ－Ｎ）、りん（Ｔ－Ｐ）の削減目標を達成するために行う取組みについて定めたもの。 

 
目標：○将来像 

・多様な生物を育む場が確保されている 
・健全な物質循環が行われ、良好な水環境が保たれている 
・都市活動や暮らしに潤いと安心を与え、大阪の都市としての魅力を高めているという多
面的価値・機能が最大限に発揮された「豊かな大阪湾」が実現していること 

○個別目標 
（１） 水質の保全及び管理並びに水産資源の持続可能な利用の確保 
（２） 沿岸域の環境の保全、再生及び創出、並びに都市の魅力を高める潤い・安心の創出

と自然景観及び文化的景観の保全 
（３） 海洋プラスチックごみを含む漂流・漂着・海底ごみの除去・発生抑制等 
（４） 気候変動等への対応 

 
➢ おおさか海ごみゼロプラン（大阪府海岸漂着物等対策推進地域計画） 

概要：「美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の
保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律」に基づき、大阪湾の特性・実情に
応じて、実施すべき施策や推進体制をとりまとめたもの。同法の改正に伴い、海洋プラスチ
ックごみ対策に重点を置いた改定を行い、目標や施策の基本方針等を定めている（2017
年３月策定・2021 年３月改定）。 

目標：○長期的（2050 年を想定）にめざす姿 
「豊かな大阪湾」の実現のため、プラスチックごみを含め人の活動に伴うごみの流入がな
い大阪湾をめざす。 

○計画の目標:2030 年度に大阪湾に流入するプラスチックごみの量を半減する。 
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2024年度の主な施策･事業と取組指標 

 

固定発生源対策の推進 

 

■4-1 大気汚染防止のための事業所規制 ［ 4,286 千円] 

 

（目的） 

事業所に対して大気汚染物質の排出規制を行い、大気環境基準を達成

すること。 

 

（内容） 

大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法及び大阪府生活環境

の保全等に関する条例に基づく施設等の設置・変更の事前届出について、

ばい煙（NOx、SOx、ばいじん、有害物質）、揮発性有機化合物、粉じん、

水銀等、ダイオキシン類の排出基準、設備構造基準の適合状況を審査し、

必要に応じて改善指導を行います。 

また、立入検査を行い施設の稼働状況や排ガス測定結果の確認を行う

とともに、点検結果等の報告を求めるほか、規制基準の適合状況を確認す

るため、排ガス等の測定を実施します。 

 

 

 

事業所立入 

 

 

<2024 年度の取組指標> 

 ●排ガス等の基準が適用される事業所、立入・排ガス測定等を実施 

●構造基準が適用される事業所、立入検査を実施 

【参考】2022 年度実績 

立入事業所数 310 箇所 

排ガス等の検体数 37 検体 

 【環境管理室  06-6210-9581】 
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自動車から排出される窒素酸化物(NOx)と粒子状物質(PM)の削減対策の推進 

 

■4-2 自動車ＮＯｘ・ＰＭ総量削減対策の推進 ［ 18,272 千円] 

 

（目的） 

窒素酸化物（NOx）及び粒子状物質（PM）を削減し、対策地域全体で

大気環境基準を達成・維持すること。 

 

（内容） 

関係機関（関係市町村、道路管理者等）と連携し、交差点対策（右折レ

ーン設置等の渋滞対策）等の交通流対策を実施します。 

また、エコドライブの推進や電動車等の普及促進等の諸施策を総合的

に推進するとともに、自動車 NOx・PM 法に基づく総量削減基本方針の

変更等を踏まえて策定した第４次計画に基づく対策を推進します。 

さらに、道路交通センサスや自動車輸送統計調査などをもとに、自動

車からの NOx・PM の排出量を推計し、自動車環境対策の進捗状況を

把握します。 

グリーン購入法や大阪府グリーン配送実施要綱に基づき、物品納入業

者に対するグリーン配送の指導を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二酸化窒素濃度の簡易測定 

 

 

 

 

 

 

電動車用グリーン配送 

適合車ステッカー 

<2024 年度の取組指標> 

 ●NO2、SPM に係る大気環境基準の達成局数 

【参考】 

●NO2、SPM に係る大気環境基準 全局達成 

（NO2：90 局、SPM：84 局：2022 年度） 

●対策地域からの NＯx・PM 排出量 

NOx：8,340 トン、PM：440 トン（2021 年度） 

 【環境管理室 06-6210-9587】 

 

■1－29 気候変動対策推進条例に基づく電動車の普及促進 [ - 千円] 

■1－３０ 官民協働の率先導入・普及啓発による電動車の普及促進 [ - 千円] 

■1－３１ 乗車体験等を通じたゼロエミッション車普及促進事業 [ 6,213 千円] 

■1－３２ 万博を契機としたバス事業者の脱炭素化促進事業 [ 971,000 千円] 

■1－３３ 電気自動車用充電設備の整備促進 [ - 千円] 

※「Ⅰ 脱炭素・省エネルギー社会の構築」に記載する「輸送・移動における脱炭素化に向けた取組促進」参照（p.18～p.20） 
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PM2.5対策の検討・実施 

 

■4-3 微小粒子状物質（PM2.5）の現状把握と的確な注意喚起の実施 ［ １２，４６２千円] 

 

（目的） 

PM2.5 の注意喚起を的確に発信することなどにより、府民の安全・安心を

確保すること。 

また、PM2.5 を構成する成分の分析を実施し、科学的な知見を集積する

こと。 

 

（内容） 

自動測定機により状況を把握しホームページで公表するとともに、PM2.5

濃度が高くなると予測される場合、注意喚起の情報を防災情報メール等によ

り速やかに発信します。 

また、（地独）大阪府立環境農林水産総合研究所と連携して、季節ごとの

成分分析を行い、府内における PM2.5 の構成成分の実態及び季節変化等

を把握します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PM2.5 自動測定機 

 

 

 

 

 

 

粒子の大きさ比較 

<2024 年度の取組指標> 

 ●環境大気中の微小粒子状物質の調査局数 全 25 局 

（内訳） 

府管理 一般局：19 局（うち成分分析：1 局）、自排局：6 局 

 【環境管理室 06-6210-9621】 

 

光化学オキシダント・揮発性有機化合物（VOC）対策の推進 

 

■4-4 光化学オキシダント・ＶＯＣ対策の推進 ［ 55 千円] 

 

（目的） 

光化学スモッグの原因物質の一つである揮発性有機化合物（VOC）

の排出量を削減すること。 

 

（内容） 

VOC の排出規制を着実に実施するとともに、化学物質管理制度に

基づく事業者による適切な管理等を促進します。 

また、光化学スモッグ予報等の発令時には、健康被害の未然防止の

ため府民への周知を行うとともに、削減措置の対象工場へ NOx や

VOC の削減要請を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

光化学スモッグ発令画面 

 

<2024 年度の取組指標> 

 ●VOC の排出抑制 

【参考】 

・VOC 届出排出量 0.91 万トン（2021 年度） 

・光化学スモッグ発令時の緊急時対象工場への NOx 削減要請件数 122 件（２０２２年度） 

・光化学スモッグ発令時の緊急時対象工場への VOC 削減要請件数 36 件（2022 年度） 

 

 【環境管理室 06-6210-9577】 
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建築物の解体工事に伴うアスベストの飛散防止対策の徹底 

 

■4-5 府有施設吹付アスベスト対策事業 ［ 20,069 千円] 

 

（目的） 

府有施設において使用されているアスベストによる健康被害を防ぐこと。 

 

（内容） 

府有施設において使用されている吹付アスベストについて除去対策工事等を実施するとともに、空気環

境測定による定期点検を実施します。 

 

<2024 年度の取組指標> 

 ●アスベスト除去対策工事等の実施施設数 ２施設 

●空気環境測定箇所数 ２５０箇所 

 【公共建築室 06-6210-9788】 

 

 

■4-6 アスベスト飛散防止対策等の推進 ［ - 千円] 

 

（目的） 

府民の健康を守るため、建築物等の解体・改造・補修に係るアスベス

ト飛散防止の徹底を図ること。 

 

（内容） 

大気汚染防止法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づ

く立入検査や石綿濃度測定等を実施するほか、石綿事前調査結果報

告システムや建設リサイクル法の届出情報を活用して事前調査の内容

確認や届出対象規模未満の解体現場等の立入検査を行います。 

6 月の「アスベスト飛散防止推進月間」においては、解体現場の府内

一斉パトロールや、府民・事業者を対象としたセミナーを行うとともに、

12 月には、関係団体・国・市町村と「大阪府「みんなで防止!!石綿飛散」

推進会議」を開催し、アスベスト飛散防止対策の徹底に関する周知の

取組みについて共有を図ります。 

また、災害時のアスベスト飛散防止に係る措置について HP 等を通

じて府民等への周知を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解体現場の立入調査 

 

 

 

 

 

 

 

セミナーの様子 

<2024 年度の取組指標> 

 ●解体現場等における石綿の立入検査を実施 

●飛散性の高い石綿を使用する解体現場等で、石綿濃度測定を実施 

●石綿飛散防止対策セミナーの開催回数 １回 

【参考】2022 年度実績 

・解体現場等の立入検査回数 482 回 

・石綿濃度測定 25 回（分析は（地独）大阪府立環境農林水産総合研究所により実施。） 

 【環境管理室  06-6210-9581】 
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騒音・振動・悪臭の防止 

 

■4-7 騒音・振動の防止 ［ 12,784 千円] 

 

（目的） 

工場・事業場、建設作業及び道路等からの騒音・振動を防止し、生活環境の

保全を図ること。 

 

（内容） 

幹線道路沿道における自動車騒音、大阪国際空港及び関西国際空港の周

辺地域における航空機騒音、新幹線鉄道騒音に係る環境基準の達成状況を

把握し、関係機関に低騒音舗装や低騒音型機材への代替などの対策の推進を

働きかけます。 

また、工場及び建設作業等の騒音・振動の規制権限を有する市町村におい

て規制・指導の徹底が図られるよう、必要な技術的支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

航空機騒音の測定 

 

<2024 年度の取組指標> 

 ●自動車騒音モニタリング調査地域数 10 町村域 

 （自動車騒音に係る環境基準の達成率：93.7%（2021 年度）） 

●航空機騒音調査の地点数 全７地点 

 （内訳） 

 大阪国際空港周辺：通年３地点、短期２地点、関西国際空港周辺：短期２地点 

●市町村研修会の開催回数 4 回 

 【環境管理室 06-6210-9588】 

 

 

■4-8 沿道環境改善事業 ［ 40,700 千円] 

 

（目的） 

府が管理する道路において、騒音対策として低騒音舗装（排水性舗装）

を実施し、沿道の環境改善を図ること。 

 

（内容） 

環境基準の達成状況が悪い区間（騒音対策区間）において、路面の損傷

状況に応じた補修を行う際に、低騒音舗装（排水性舗装）を実施することに

より、騒音の低減を図り沿道環境を改善します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低騒音舗装による騒音対策 

 

<2024 年度の取組指標> 

 ●低騒音舗装（排水性舗装）実施路線数 全２線 

 （内訳） 

 大阪中央環状線、和歌山阪南線 

 【道路室 06-6944-9291】 
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■4-9 悪臭防止規制指導に関する市町村支援 ［ - 千円] 

 

（目的） 

悪臭規制事務を担当する府内の市町村が適正な悪臭規制を推進できるよう市町村への支援を行うこ

と。 

 

（内容） 

市町村からの悪臭規制、指導に関する問合せの対応や悪臭防止法施行状況調査の取りまとめを通し

て、悪臭規制事務で市町村が苦慮している点や府内の悪臭苦情の現状を把握します。 

そのうえで市町村職員を対象に研修会を開催し、臭気測定実習等の技術的支援を行うほか、各市町村

での悪臭苦情事例等の情報共有や意見交換の場を設けることで、事務の処理方法や悪臭苦情の対応方法

等の習得、臭気指数規制の導入を支援します。 

 

<2024 年度の取組指標> 

 ●悪臭規制・指導に関する助言を実施 

●市町村悪臭規制担当職員研修会の開催回数 １回 

 【環境管理室 06-6210-9581】 

 

生活排水の 100％適正処理をめざした生活排水処理対策の促進や総量規制等の工場・事業場排水対

策の推進 

 

■4-10 水質汚濁防止の事業所規制 ［ 6,385 千円] 

 

（目的） 

水質汚濁防止法、瀬戸内海環境保全特別措置法、ダイオキシン類対策特別

措置法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づき、水質環境基準

の達成及び有害物質による地下水汚染の防止を図ること。 

 

（内容） 

法・条例に基づく施設の設置・変更の事前届出を義務付け、生物化学的酸

素要求量（BOD）や有害物質等の排水基準、設備構造基準に適合しているか

を審査し、必要に応じ指導を行います。 

また、規制の実効性を確保するため、届出施設等について立入・採水検査を

実施し、排水基準や施設等の構造基準の遵守指導を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業所排水の採水検査 

 

<2024 年度の取組指標> 

 ●排水基準が適用される事業場、立入・採水検査を実施 

●施設等の構造基準が適用される事業場、立入検査を実施 

【参考】2022 年度実績 

・立入事業場数 384 箇所 

・排水の検体数 140 検体 

 【環境管理室 06-6210-9585】 
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■4-11 生活排水対策の推進 ［ - 千円] 

 

（目的） 

河川等の良好な水環境を確保するため、生活排水の汚濁負荷量の削減を図ること。 

 

（内容） 

河川等の汚濁の原因の約７割を占める生活排水の汚濁負荷量を削減するため、「市町村生活排水処理

計画」の見直しを予定する市町村等を対象として、ヒアリング等技術的支援を行い、下水道や合併処理浄

化槽等の生活排水処理施設の効率的・効果的な整備を促進します。 

また、「大阪府生活排水対策推進月間」（２月）を中心に生活排水対策に関する街頭啓発やパネル展示等

の啓発活動を実施し、家庭でできる生活排水対策の実践の浸透を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<2024 年度の取組指標> 

 ●「市町村生活排水処理計画」見直し予定市町村等を対象として、ヒアリング等技術的支援を実施 

●生活排水対策に関する街頭啓発やパネル展示等を実施 

【参考】 

・街頭啓発３回、パネル展示９か所（2022 年度） 

 【環境管理室 06-6210-9585】 

 

 

■4-12 浄化槽整備事業の推進 ［ 12,624 千円] 

 

（目的） 

生活排水対策やトイレの水洗化による生活環境の改善のために、合併処理

浄化槽の整備を推進すること。 

 

（内容） 

個人が浄化槽を設置する際の費用の一部を助成する「浄化槽設置整備事

業（個人設置型）」及び市町村が主体となって各戸に浄化槽を整備し、住民か

ら使用料を徴収して管理運営する「公共浄化槽整備推進事業（市町村設置

型）」を実施する市町村に対して、引き続き府費補助金を交付するなど、より一

層の浄化槽整備を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合併処理浄化槽設置

イメージ 

 

<2024 年度の取組指標> 

 ●浄化槽設置整備事業（個人設置型）実施市町村数 11 市町村 

●浄化槽市町村整備推進事業（市町村設置型）実施市数 5 市 

 【生活衛生室 06-6944-9180】 

 

  

大阪府域で発生する汚濁負荷量（BOD）の変化 
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水質汚濁負荷量の削減 

 

■4-13 総量削減計画の進行管理 ［ 60 千円] 

 

（目的） 

府内から発生し大阪湾に流入する化学的酸素要求量（COD）、窒素（Ｔ－Ｎ）、りん（Ｔ－Ｐ）の量を削減

し、閉鎖性水域である大阪湾の水環境の改善を図ること。 

 

（内容） 

COD、Ｔ-Ｎ、Ｔ-Ｐに係る第９次総量削減計画の進行管理を行うため、関係機関等から入手した各種デ

ータの整理を行うことにより、発生負荷量を把握します。あわせて、総量規制基準を設定する際に必要とな

る規制対象事業場の工程排水実態等についての調査や関係情報の収集・整理を行います。 

 

<2024 年度の取組指標> 

 ●2023 年度の COD、Ｔ-Ｎ、Ｔ-Ｐの発生負荷量を取りまとめ 

【参考】2024 年度における削減目標量 

・ＣＯＤ：41 トン／日 

・T-N：43 トン／日 

・T-P：2.5 トン／日 

 【環境管理室 06-6210-9577】 

 

大阪湾の環境改善対策の推進 

 

■4-14 「豊かな大阪湾」保全・再生・創出プランの推進 ［ 15,359 千円] 

 

（目的） 

大阪湾流域の自治体等の関係機関や事業者、NPO

等と連携し、大阪湾の水質改善・汚濁防止や湾奥部にお

ける生物が生息しやすい場の創出等を図ることにより豊

かな大阪湾の創出をめざすこと。 

 

（内容） 

「「豊かな大阪湾」保全・再生・創出プラン」に基づき、

豊かな大阪湾の創出に向けた取組みを推進します。 

・企業や学校等が新たに大阪湾の保全・再生・創出活動

を実施できるよう、モデル事業の成果を踏まえてノウハ

ウ集を作成するとともに、セミナーを開催します。 

・大阪湾沿岸 23 自治体で構成する｢大阪湾環境保全

協議会｣において、大阪湾の環境保全を啓発します。 

・大阪湾再生推進会議（事務局：近畿地方整備局）が策

定した「大阪湾再生行動計画」に基づき、水質一斉調

査などを実施し、関係機関と連携しながら大阪湾の水

質改善を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『豊かな大阪湾』保全・再生・創出活動 

推進事業の実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

<2024 年度の取組指標> 

 ●セミナーの開催 １回 

●大阪湾フォーラムの開催、フィッシングショー等のイベントへの出展回数 ５回 

 【環境管理室 06-6210-9577】 

出展イベントの様子 
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■4-15 おおさか海ごみゼロプランの推進 ［ 1,823 千円] 

 

（目的） 

「豊かな大阪湾」の実現のため、プラスチックごみを含め

人の活動に伴うごみの流入がない大阪湾をめざし、大阪湾

に流入するプラスチックごみの量を 2030 年度に 2021 年

度比で半減させる目標を達成すること。 

（目標年度：2030 年度） 

 

（内容） 

ごみの発生原因を踏まえた効果的な発生源対策や、まち

や川、海岸における美化活動の活性化等を推進します。 

・河川流域の自治体で構成する協議会を活用した発生源対

策の推進 

・美化活動のさらなる活性化を図るため、企業や大学等と連

携し、幅広い年齢層の参加が期待できるイベント等を企

画・実施 

・大阪湾の海ごみの回収の推進（「海岸漂着物等対策事業」

参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ごみ拾い de ながら運動」 

の運動メニュー例 

 

 

 

 

 

 

 

若年層の参加が期待できる美化活動 

イベント「清走中（柏原編）」のチラシ 

<2024 年度の取組指標> 

 ●大阪湾に流入するプラスチックごみ量の削減 

【参考】 

・2021 年度の大阪湾に流入するプラスチック量 

 （年間）1,032ｍ３、58.8 トン 

 【環境管理室 06-6210-9577】 

 

■4-16 海岸漂着物等対策事業 ［ 31,592 千円] 

 

（目的） 

大阪湾の海ごみを回収するとともに、その発生抑制のための実態調査

や啓発を行うことにより、海洋プラスチックを含む海岸漂着物等の削減を

図ること。 

 

（内容） 

漁業者と連携して海底ごみ及び漂流ごみを回収・処分するとともに、河

川におけるマイクロプラスチックの実態把握調査（個数・プラスチック組

成）及び海岸に漂着したごみの組成調査を実施します。また、市町村が行

う海岸漂着物等の回収や発生抑制の啓発に要する費用を補助します。 

 

 

 

 

 

 

 

漂流ごみの回収 

 

 

 

 

 

海ごみの組成調査 

<2024 年度の取組指標> 

 ●河川におけるマイクロプラスチックの実態把握調査 ２箇所 

●海岸の漂着ごみ等の組成調査 １箇所 

●市町村等の海岸漂着物等対策への補助 １団体 

 【環境管理室 06-6210-9577】 

【水産課 06-6210-9612】 
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■4-17 大阪湾漁場環境整備事業 ［ 160,000 千円] 

 

（目的） 

水産生物の産卵や幼稚仔魚の育成、ブルーカーボンの蓄積の場として

重要な藻場を創造・保全し、海域環境の改善を図ること。 

 

（内容） 

「大阪府海域ブルーカーボン生態系ビジョン～藻場の創造・保全による

豊かな魚庭（なにわ）の海へ～」（202２年策定）に基づき、泉佐野市以南

の大阪府南部海域において、海底に着底基質（ブロック）を設置し、ハー

ド・ソフトが一体となった取組みにより藻場の創造・保全、魚介類の生育

環境の向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

カジメ 

 

 

 

 

 

ガラモ（ホンダワラ属） 

<2024 年度の取組指標> 

 ●着底基質設置箇所数 １箇所 

 【水産課 06-6210-9612】 

 

 

■4-18 大阪湾奥部におけるブルーカーボン生態系の創出【新規】 ［ 44,056 千円] 

 

（目的） 

「大阪湾 MOBA リンク構想」の実現をめざし、湾奥部における藻場創出へ

の企業等の参画を促進するとともに、万博までに会場周辺に藻場を創出するこ

と。 

 

（内容） 

湾奥部の傾斜型護岸における藻場創出のポテンシャルが高い適地の調査、

効果的な創出方法のとりまとめ、万博の機会を捉えた情報発信を行うための

広報ツールの作成を行います。 

また、万博会場周辺海域において藻場創出に取り組む事業者等を公募し、

補助を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

湾奥部の護岸に 

定着した海藻（ワカメ） 

 

<2024 年度の取組指標> 

 ●ポテンシャル調査の実施 堺市～貝塚市の護岸 

●事業者等への補助 ５事業者程度 

 【環境管理室 06-6210-9577】 
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水循環の保全・再生 

 

■4-19 流域下水道事業の推進 ［ 44,586,127 千円] 

 

（目的） 

流域下水道の整備を進めることにより、公共用水域の水質改善を促進し、

BOD の環境保全目標の達成率の向上及び閉鎖性水域の富栄養化の軽減を

図ること。 

 

（内容） 

大阪府の下水道普及率は 96％を超えており、水みらいセンター（下水処理

場）や流域下水道幹線などの基幹施設は概成していることから、管渠、ポンプ

場、水みらいセンターの計画的な改築など下水道の機能維持に取り組み、引き

続き大阪湾や河川等の公共用水域の水質改善を図ります。 

また、水みらいセンターとポンプ場においては、合流式下水道の改善を推進

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水みらいセンター 

 

<2024 年度の取組指標> 

 ●下水道普及率 97.0％ 

●施設整備内容 

 ・合流式下水道の改善個所数 2 箇所 

 ・下水処理機能の計画的な維持保全実施個所数 ３８箇所 

  （内訳） 

  水みらいセンター12 箇所、ポンプ場２６箇所 

 【下水道室 06-6944-6792】 

 

環境リスクの高い化学物質の排出削減 

 

■4-20 環境リスクの高い化学物質の排出削減 ［ 278 千円] 

 

（目的） 

化学物質に係る環境リスクを低減すること。 

 

（内容） 

環境リスクの高い化学物質の排出削減を図るため、化管

法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づき、化

学物質の排出量等の届出の受理、データの集計・公表を行

うとともに、事業者に対する指導・助言を行います。 

また、排出量削減の効果を検証するため、有害大気汚染

物質モニタリング等の測定データを活用し、環境中への排

出量と環境濃度の経年的な傾向及びその関連性等につい

て比較検討を進めていきます。 

<2024 年度の取組指標> 

 ●環境リスクの高い化学物質の排出を削減 

【参考】2022 年度実績 

・管理化学物質の排出量 1.03 万トン（2021 年度） 

・化学物質の排出量等データの公表回数 １回 

 【環境管理室 06-6210-9578】 

2021 年度の府内における化学物質の

届出排出量・移動量・取扱量※届出排

出量の合計：1.03 万トン 
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■4-21 大規模災害時における化学物質による環境リスク低減対策の推進  ［ - 千円] 

 

（目的） 

大規模災害に備えた事業者による化学物質の自主的管理の強

化を図ること。 

 

（内容） 

事業者に対し、南海トラフ巨大地震等の大規模災害時の化学物

質による環境リスクを把握し、その低減方策を検討・実施した管理

計画書の届出を求めています。届出された計画書に沿って対策が

行われていくよう立入検査等により進捗状況を把握し、指導を行い

ます。 

また、災害時の消防活動をより安全なものにするため、事業者か

らの届出情報に基づき、市町村消防部局に対し、化学物質の取扱

情報を定期的に提供していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対策事例集「化学物質を取り扱う

事業所で今日からできる対策事例

～明日起きるかもしれない大地震に

備えて～」 

 

<2024 年度の取組指標> 

 ●環境リスク低減対策指導のための立入検査を実施 

【参考】2022 年度実績 

・立入事業所数 ４５箇所 

・取扱情報提供回数 ２回 

 【環境管理室 06-6210-9578】 

 

化学物質に関するリスクコミュニケーションの推進 

 

■4-22 化学物質に関するリスクコミュニケーションの推進 ［ - 千円] 

 

（目的） 

化学物質による環境リスクに関する科学的な知見・情報を府民・事業者・行

政が共有し、相互理解を深めるための対話である「リスクコミュニケーション」

の取組みを推進すること。 

 

（内容） 

化学物質の排出削減やリスクコミュニケーションの重要性について、府民・

事業者等の理解を深めるため、化学物質対策に関するセミナーを開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化学物質対策セミナー 

（2019 年度の様子） 

<2024 年度の取組指標> 

 ●化学物質対策に関するセミナー開催回数 １回 

 【環境管理室 06-6210-9578】 
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残留性有機汚染物質や汚染土壌等の適正管理・処理 

 

■4-23 土壌･地下水汚染対策の推進 ［ 361 千円] 

 

（目的） 

土壌汚染対策法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例等に基づき、

土壌・地下水汚染による健康被害の防止を図ること 

 

（内容） 

法令等に基づき、土地の所有者等が行う土壌汚染の状況調査や汚染の除

去等の措置、有害物質を使用している事業場における土壌汚染の未然防止の

ための漏えい防止対策について指導を行います。 

また、事業者による地下水汚染対策が適切に推進されるよう指導を行うとと

もに、地下水の汚染状況の把握及び適切な対策の促進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

汚染土壌掘削工事の

現地確認状況 

 

<2024 年度の取組指標> 

 ●土壌汚染対策法等の基準が適用される形質変更工事及び措置等に係る立入検査の実施 

【参考】2022 年度実績 

・立入事業所数 1３箇所 

 【環境管理室 06-6210-9579】 

 

地盤沈下対策の推進 

 

■4-24 地盤沈下対策に係る規制指導 ［ 4,479 千円] 

 

（目的） 

地盤沈下を未然に防止すること。 

 

（内容） 

工業用水法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく許可の

審査のほか、地下水採取の実態を把握するため、地下水の採取量につい

て報告の徴収を行い、必要に応じ事業者に対し指導を実施します。 

また、府内の地盤沈下の状況を把握するため、地盤沈下・地下水位観測

所において地盤沈下量と地下水位の観測を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地盤沈下・地下水位観測所 

 

<2024 年度の取組指標> 

 ●工業用水法に基づく許可、地下水採取量報告徴収及び地盤沈下量・地下水位の観測の実施 

【参考】2022 年度実績 

地盤沈下量・地下水位の観測個所数 15 箇所 

 【環境管理室 06-6210-9579】 
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環境監視 

 

■4-25 大気汚染常時監視 ［ １２７，０９９ 千円] 

 

（目的） 

大気汚染に係る生活環境保全目標の適否など環境の現状を把握するととも

に、健康被害等の未然防止を図ること。 

 

（内容） 

大気汚染自動測定機を整備するとともに、国設測定局の維持管理を受託

し、大気汚染状況を連続的に監視して生活環境保全目標の適否を評価、公表

します。 

汚染物質の濃度が高くなると予測される場合は、光化学スモッグ注意報等

の発令・周知や、防災情報メール等による PM2.5 の注意喚起を行います。 

また、PM2.5 の構成成分や有害大気汚染物質濃度について、調査・分析を

実施して汚染状況を把握し、アスベストについても大気中濃度を経年的に監

視、公表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大気汚染自動測定機 

 

<2024 年度の取組指標> 

 ●大気汚染常時監視実施局数 27 局（国設局２局を含む） 

●PM2.5 成分分析実施地点数 １地点 

●有害大気汚染物質モニタリング実施地点数 ６地点 

●アスベスト環境モニタリング実施地点数 ４地点 

 【環境管理室 06-6210-9621】 

 

 

■4-26 公共用水域常時監視 ［ 70,184 千円] 

 

（目的） 

水質について、生活環境保全目標の適否など環境の現状を把握するととも

に、健康被害等の未然防止を図ること。 

 

（内容） 

河川及び海域における水質等の常時監視、地下水質の常時監視（概況調

査、継続監視調査、汚染井戸周辺地区調査）を行い、生活環境保全目標の適

否を評価、公表します。 

環境省からの受託により、瀬戸内海における水質汚濁、富栄養化の実態を

広域的かつ統一的に把握するための調査のうち、大阪湾の調査を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河川の調査風景 

 

<2024 年度の取組指標> 

 ●水質の常時監視地点数 

河川：水質 57 地点、底質９地点 

海域：水質 15 地点、底質５地点 

地下水質：概況調査 20 地点、継続監視調査 35 地点 

●環境省受託調査 

大阪湾海域：水質７地点、底質 2 地点、マクロベントス（底生生物）２地点 

 【環境管理室 06-6210-9621】 
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■4-27 ダイオキシン類の常時監視 ［ 12,610 千円] 

 

（目的） 

ダイオキシン類について、府内の環境状況を継続的に把握すること。 

 

（内容） 

ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、大気、河川・海域（水質、底

質）、地下水質、土壌のダイオキシン類の常時監視を行い、生活環境保全

目標の適否を評価、公表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大気試料の採取風景 

 

<2024 年度の取組指標> 

 ●常時監視実施地点数 

大気 ６地点 

河川水質・底質 21 地点 

海域水質・底質 ５地点 

地下水質 ６地点 

土壌 ６地点 

 【環境管理室 06-6210-9621】 

 

公害紛争処理 

 

■4-28 公害審査会 ［ 1,621 千円] 

 

（目的） 

公害に係る紛争について、公害紛争処理法に基づき調停、あっせん及び仲

裁を行うことにより、その迅速かつ適正な解決を図ること。 

 

（内容） 

公害紛争処理法に基づく府民等からの申請を受けて、案件ごとに調停委員

会等を設けて調停手続等を行います。また、公害審査会全体会議を開催し、係

属中の公害調停の進捗状況等について意見交換を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公害審査会全体会議 

（年 2 回開催予定） 

<2024 年度の取組指標> 

 ●公害審査会全体会議の開催回数 ２回 

【参考】2023 年度実績（2023 年 12 月現在） 

公害審査会全体会議の開催回数 ２回 

案件数 係属中 5 件、新規申請 ２件、終結 2 件 

 

 【環境管理室 06-6210-9580】 
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Ⅴ 魅力と活力ある快適な地域づくりの推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《２０３０年の実現すべき姿》 

 

➢ 府民、事業者、民間団体、行政など各主体が積極的に参加し、自ら行動する社会となっている。  

➢ みどりが多く、豊かな水辺や歴史・文化が活かされ、多様な働き方が普及するともに、安全・安心

で持続可能な「暮らしやすい」「働きやすい」「訪れたくなる」都市となっている。 

➢ ヒートアイランド現象が緩和されるなど、快適な生活環境が確保されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ヒートアイランド対策の推進 

～「暮らしやすい」、「働きやすい」、「訪れたくなる」都市をめざして～ 

屋上緑化 透水性・保水性舗装 

 

太陽熱の高反射舗装 

■みどりの風を感じる大阪 

■魅力ある景観の形成 

■歴史的・文化的環境の形成 

千早赤阪村下赤阪の棚田の風景 

 

富田林市寺内町の町並

み 

 

百舌鳥・古市古墳群 
群 

 

■府民参加の促進 

学生ボランティアによる棚田保全活動 

ゼロカーボン・ダイアローグの動画配信 
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施策事業名の横の[ ]内の数字は、2024（令和６）年度当初予算額です。 

 

■ 施策の方向 

➢  環境情報の発信・環境教育等の推進 

➢  府民参加の促進 

➢  みどりと水辺の保全と創造 

➢  森林吸収・緑化等の推進 

➢  ヒートアイランド対策の推進 

➢  魅力ある景観の形成 

➢  歴史的・文化的環境の形成 

➢  環境影響評価制度の推進 

➢  広域連携の推進 

《分野別計画及び目標》 

➢ 大阪府環境教育等行動計画（令和６年２月改定予定） 

概要：府民が広く環境保全活動に取り組み、持続可能な社会の実現に向けて自ら問題解決能力

を育んでいくことができるよう環境教育等を推進する施策の充実を図る。 

目標：環境総合計画のめざすべき将来像を踏まえ、持続可能な社会が実現するよう以下の目標を

設定 

    ・環境課題と社会・経済課題の関連を理解し、環境課題の解決に向けて自ら進んで参加・行

動できる府民を増やす 

    ・他の主体と相互に連携・協働して環境保全活動の輪を広げ、環境のもたらす恵みを次世

代に引き継ぐことができる府民や団体を増やす 

 

➢ みどりの大阪推進計画 

概要：「みどりの風を感じる大都市・大阪」を実現するため、大阪府のみどりに関する総合的な計画

として、施策の推進方向や実現戦略を示す。 

計画の期間：2009 年～2025 年 

目標：・緑地の確保目標：府域面積に対する割合を約４割以上確保 

・緑化の目標（市街化区域）：緑被率 20％（現況の 1.5 倍） 

 

➢ ヒートアイランド対策推進計画 

計画の期間：2015 年度から 2025 年度 

目標：①住宅地域における夏の夜間の気温を下げることにより、地球温暖化の影響を除外した熱

帯夜日数(※)を 2000 年より３割減らす。 
※都市化の影響が少ない全国 15 地点のデータから算出した地球温暖化による影響と考えられる気温上昇

分を除いて算出した熱帯夜日数 
②屋外空間における既存のクールスポットの活用や創出をすることにより、屋外空間におけ

る夏の昼間の暑熱環境を改善する。 

 

➢ 都市景観ビジョン・大阪 
概要：大阪府景観条例に基づく「大阪府景観形成基本方針」として策定するものであり、大阪府の

景観特性を踏まえ、広域的な視点と地域的な視点からの景観形成の方向性を示す。 
 
➢ 大阪府文化財保存活用大綱 

概要：大阪府における文化財の保存・活用に関する施策の方向性を示すもの。めざすべき姿、基

本理念、基本方針、それらに基づき文化財の保存・活用を図るために講ずる措置や、防災・

防犯および災害発生時の対応等を示す。 
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2024年度の主な施策･事業と取組指標 

 

環境情報の発信・環境教育等の推進 

 

■5-1 環境情報の発信 ［ - 千円] 

 

（目的） 

府民・事業者・地域団体・NPO 等の環境保全活動を促進

すること。 

 

（内容） 

大阪の環境に関する情報のポータルサイトとして、「おおさ

かの環境ホームページ エコギャラリー」を開設しています。ま

た、環境等イベント情報をお知らせするため、「大阪府環境農

林水産イベント情報配信サービス」を配信しています。 

最近の大阪の環境に関するイベント情報、水質・大気等の

環境モニタリング結果、環境審議会の審議内容、環境白書、

条例・計画の情報等、幅広い環境情報について、ホームペー

ジ上に速やかに公表するなど積極的に発信します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

おおさかの環境ホームページ 

エコギャラリーのトップページイメージ 

 

<2024 年度の取組指標> 

 ●メールマガジン「大阪府環境農林水産イベント情報配信サービス」配信件数  12 件 

 【環境農林水産総務課 06-6210-9543】 

【脱炭素・エネルギー政策課 06-6210-9319】 

 

 

■5-2 環境教育等の推進 ［ - 千円] 

 

（目的） 

府民・事業者等のあらゆる主体に対して環境教育を行うことにより、

様々な環境問題の理解を促進し、環境配慮意識の向上を図ること。 

 

（内容） 

「環境教育等行動計画(2024 年 3 月改定予定)」に基づき、学校、

企業等への各種出前講座や各種施設見学会等を実施するなど、環境

学習と環境保全活動を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学校での環境教育 

 

<2024 年度の取組指標> 

 ●府庁の各部局で取り組む環境教育出前講座等事業数 30 事業 

 【脱炭素・エネルギー政策課 06-6210-9288】 
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府民参加の促進 

 

■5-3 府民協働推進事業 ［ 4,045 千円] 

 

（目的） 

地方公共団体、事業者、府民及び民間団体の協働により、豊かな環境の保全と創造に関する活動を積極

的に推進すること。 

 

（内容） 

大阪府環境基本条例に基づき設置している「豊かな環境づくり大阪府民会議」を運営し、会員相互の意

見交換を促進するとともに、府民会議のネットワークを活用し、府民、団体、事業者等各主体の協働により、

脱炭素社会、海洋プラスチックごみ問題等の環境の課題に対応した持続可能な社会の実現を図るため、

様々な主体の連携・協働による各種事業を実施します。 

・おおさか環境デジタルメディアコンテスト 

・こども環境交流サミット 

・学生エコチャレンジミーティング 

・環境交流促進事業 

 

<2024 年度の取組指標> 

 ●こども環境交流サミット開催回数 1 回 

●学生エコチャレンジミーティング開催回数 1 回 

●環境交流促進事業 交流イベント開催回数 1 回 

 【脱炭素・エネルギー政策課 06-6210-9288】 

 

 

■5-4 環境データ「見る」「知る」「活かす」推進事業 ［ - 千円] 

 

（目的） 

産学官連携による環境データのさらなる活用を進め、多様な主

体や世代の交流・連携を促進し、府民の環境意識の向上を図り、

行動変容を促すこと。 

 

（内容） 

大阪府ダッシュボードの活用等により環境データの利活用を促

進します。また、2021 年度から２年間府が整備・運営した環境デ

ータ活用拠点で民間が実施するイベント等に環境データの活用

事例等を提供するとともに、これらの取組みを広く情報発信しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民間イベントでのデータ活用事例提供 

<2024 年度の取組指標> 

 ●大阪府ダッシュボード等による大気や水質常時監視データの提供 

●民間のイベント等への環境データ活用事例等の提供 

【参考】2022 年度実績 

・イベント等における連携 ３回  

 【環境管理室 06-6210-9621】 
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■5-5 笑働ＯＳＡＫＡの推進 ［ 598 千円] 

 

（目的） 

府民・企業・行政等、多様な主体の強みを活かした連携・協働により笑顔あ

ふれる大阪を実現すること。 

 

（内容） 

公共施設の一定区間を、自治会・企業等に清掃・美化活動を行ってもらい、

地域コミュニティーの活性化、地域への愛着を創出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

笑働 OSAKA 

ロゴマーク 

<2024 年度の取組指標> 

 ●大阪府アドプト・プログラムへの参加(令和 5 年度) 

団体数 610 団体 

参加人数 41,588 人 

 【事業調整室 06-6944-9269】 

 

 

■5-6 農業・農空間に関する活動への府民の参加促進 ［ 3,800 千円] 

 

（目的） 

農業の担い手が減少する中、企業や学生等の幅広い府民参加により、

農業・農空間の持つ多様な機能の発揮促進を図ること。 

 

（内容） 

府民が気軽に農空間での活動に参加できるよう、企業や学生、農空間保

全団体等の多様な主体が参画する「おおさか農空間づくりプラットフォー

ム」を運営し、農空間の魅力や活動等に関する情報の発信、府民と地域の

マッチングを支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

府民に農にふれ合う機会

を提供する企画 

 

<2024 年度の取組指標> 

 ●公式ポータルサイトや SNS を活用した情報発信力の強化 

●都市部での需要を喚起し、農空間への人流を促進 

●府民に農業・農空間に触れ合う機会を提供する取組みへの支援（２地区） 

●企業と農空間保全団体等とのマッチングの推進のための場の提供（１回） 

 【農政室 06-6210-9600】 
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みどりと水辺の保全と創造 

 

■5-7 「みどりの風を感じる大都市・大阪」の推進 ［ 32,999 千円] 

 

（目的） 

都市魅力の向上につなげる都市緑化を一層推進するため、部局連携

による取組みを進め、みどり豊かな魅力あふれる大阪の実現を図ること。 

 

（内容） 

市町村との連携や民間寄附の活用を図りながら、民間事業者や地域

住民が取り組む緑化空間の整備を推進します。 

（主な事業） 

【みどりづくり推進事業（活動助成）】 

 地域の緑化活動団体等が行う活動に対し助成します。 

【地域緑化推進事業】 

 住民等が協働して行う植栽活動に対し、緑化樹を配付します。 

【みどりの風の道形成事業】 

 みどりの風促進区域（※）で企業等が行う緑化に対し、植栽の経費等

を補助します。 

（※）海と山をつなぐみどりの太い軸線の形成をめざし、道路や河川な

どの公共空間と沿線民有地の一体的な緑化を進めるため、12 路線を指

定した区域。  

【豊かな緑陰形成等支援事業】 

 府内各地での緑陰づくり等を促進するため、市町村による道路や公

園などの公共空間での緑化整備・再生を支援します。 

【みどりの空間づくり事業】 

 交差点の歩道部等の公共空間で、緑化整備と併せてベンチ等を設置

し、みどりの空間を整備します。 

【マイツリー事業】 

 府が管理する道路で、寄付者のメッセージ板を添えた樹木を植栽し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業等が行う 

緑化のイメージ 

 

 

 

 

 

 

良好な緑陰空間のイメージ 

<2024 年度の取組指標> 

 ●みどりづくり推進事業（活動助成）実施件数 ６件 

●地域緑化推進事業 緑化樹配付本数  2,500 本 

●豊かな緑陰形成等支援事業 実施箇所数 ５地区 

●みどりの風の道形成事業 実施地区数 ４地区 

●みどりの空間づくり事業 実施個所数 １箇所 

●マイツリー事業 植栽樹木本数  50 本 

 【みどり推進室 06-6210-9558】 

【公園課 06-6944-7594】 
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森林吸収・緑化等の推進 

 

■5-8 アドプトフォレスト制度による企業の森づくり ［ - 千円] 

 

（目的） 

企業やＮＰＯ法人等の参画により、放置された人工林や竹林等荒廃した森

林を整備することで、地球温暖化防止や生物多様性の保全等に資すること。 

 

（内容） 

大阪府が、事業者等の要望を聞きながら、活動地や活動内容等の提案を行

い、活動地となる市町村や大阪府、事業者等の間で、活動内容や役割分担等

を含む協定を結びます。その上で、事業者等は対象地域で間伐や植樹、下草

刈りなどの森づくり活動を行います。 

府は、協定を結ぶ際の調印式の実施や、長期の活動を実施する事業者への

感謝状贈呈等により、事業者等の新規参画や意欲向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業による森づくり活

動の様子 

 

<2024 年度の取組指標> 

 ●全体の活動地区数 38 ヶ所 

●全体の参加団体数 39 団体 

 【みどり推進室 06-6210-9556】 

 

 

■5-9森林環境譲与税を活用した森林整備・木材利用に対する支援等 ［ 153,870 千円] 

 

（目的） 

国の森林環境譲与税を活用した市町村の森林整備及び木材利用が

円滑かつ確実に実施できるよう、府が市町村を支援等をすること。 

 

（内容） 

【森林整備に関する技術的支援】 

森林クラウドシステムを構築し、森林情報の一元化と市町村等の関

係者間での情報共有体制を構築します。 

【木材利用実施のための情報提供、助言・指導】 

大阪公立大学森之宮キャンパスにおいて、木材利用促進のシンボル

施設とすべく正面エントランスの木質化に向けて支援を行います。 

また、不特定多数の人が利用する民間施設について府内産木材によ

る内外装の木質化等を支援し、木材を見て触れ感じる場の創出と利用

促進による府内産木材の需要拡大を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村向け研修会の様子 

 

<2024 年度の取組指標> 

 ●森林クラウドシステムの構築 29 市町村 

●民間施設の木質化 2 施設 

 【みどり推進室  06-6210-9556】 
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ヒートアイランド対策の推進 

 

■5-10 都市緑化を活用した猛暑対策事業 ［ 201,850 千円] 

 

（目的） 

2025 大阪・関西万博に向けて、災害並みの猛暑から府民等の安全安心を守るため、不特定多数の人

が集まる駅前周辺、観光スポット等でみどりの公益的機能を活かし、暑熱環境の改善を図ること。 

 

（内容） 

民間事業者や府内の市町村が行う植樹等による緑化及び微細ミスト発生器などの暑熱環境改善設備の

設置に対して助成します。 

 

<2024 年度の取組指標> 

 ●民間事業者や府内の市町村に対する補助件数  

  ６～10 箇所程度 

 【みどり推進室 06-6210-9558】 

 

 

■5-11 建築物におけるヒートアイランド対策の促進 ［ - 千円] 

 

（目的） 

優れたヒートアイランド対策の取組みをした建築主及び設計者を顕

彰し、建築物におけるヒートアイランド対策を促進すること。 

 

（内容） 

府内の大規模な建築物（延べ面積 2,000 ㎡以上）の新築等にあた

り特に優れたヒートアイランド対策の取組みをした建築主及び設計者を

対象として、「おおさか気候変動対策賞」の特別賞（愛称：“涼”デザイン

建築賞）を公募により選定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年度受賞建築物 

（枚方市総合文化芸術センター） 

<2024 年度の取組指標> 

 ●おおさか気候変動対策賞特別賞表彰式の開催 １回 

 【建築環境課 06-6210-9725】 
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魅力ある景観の形成 

 

■5-12 府道緑化事業 ［ 919,665 千円] 

 

（目的） 

都市の景観形成や環境改善等多様な役割を果たす街路樹の適切

な維持管理を行い、安全安心で魅力的な道路環境整備を推進するこ

と。 

 

（内容） 

倒木しにくい樹種への更新や樹木が健全に生育できる基盤づくり

を行うことにより、地域に親しまれる緑陰づくり、安全安心で魅力的な

街路樹空間を形成します。また、定期的な点検により、倒木や枝折れ

の発生を予防し、良好な道路環境の創出を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

府管理道路の街路樹整備状況

の例（箕面摂津線） 

 

<2024 年度の取組指標> 

 ●街路樹の更新・補植本数 

高木：204 本  

低木：6,621 本 

 【公園課 06-6944-9314】 

 

 

■5-13 美しい景観づくり推進事業 ［ 1,111 千円] 

 

（目的） 

「大阪府景観計画」等に基づき、良好な景観形成を図ること。 

 

（内容） 

「大阪府景観計画」等による適切な規制誘導を実施します。 

また、府民・事業者・行政による「大阪美しい景観づくり推進会議」の実

施、地域の優れた景観資源の発掘・情報発信、景観上優れた建物等を表

彰する「大阪都市景観建築賞」の実施などを通じて、府民等の景観に対

する関心づくりに取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 42 回大阪都市景観建築賞

大阪府知事賞 

（守口市立さくら小学校） 

<2024 年度の取組指標> 

 ●「大阪美しい景観づくり推進会議」の開催回数 １回 

●「大阪都市景観建築賞」の実施 

 【建築環境課 06-6210-9718】 
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■5-14 ビュースポットおおさか発掘・発信プロジェクト ［ 1,074 千円] 

 

（目的） 

府民・事業者・来訪者の景観に対する関心を高め、府内

全体の良好な景観形成を推進すること。 

 

（内容） 

府内外、国内外の方が景観資源を認知し、訪れ、発信す

ることにつながり、地域への愛着やシビックプライドの醸成

を図るためにビュースポットおおさか魅力発信事業を実施

し、ビュースポットおおさかのコンテンツ化に取組みます。 

※ビュースポットおおさか：世界に誇れる大阪の魅力ある景

観、きらりと光る個性豊かで多彩な大阪の景観を美しく眺

めることのできる場所（2023 年度までに選定済） 

 

 

 

 

 

 

（夕景を眺める長松自然公園） 

（ビュースポットおおさか第３回選定） 

 

 

 

 

 

 

（たくさんの新幹線を眺めるモノレール車窓） 

ビュースポットおおさか 第 3 回選定 

<2024 年度の取組指標> 

 ●選定された「ビュースポットおおさか」の情報発信 

【参考】 

ビュースポットおおさか選定箇所数 80 箇所（第１回～３回累計） 

※2024 年１月現在 

 【建築環境課 06-6210-9718】 

 

歴史的・文化的環境の形成 

 

■5-15 指定文化財等の保全・活用と次世代への継承 ［ 11,947 千円] 

 

（目的） 

府の誇る指定文化財等の貴重な文化遺産を適切に保存・活用するとともに、

これを確実に次世代に継承することによって、郷土への誇りや伝統・文化を尊

重する心を育むこと。 

 

（内容） 

府内に所在する各種文化財の把握に努め、特に価値が高いものについて

は、文化財指定等による保存の措置を講じます。 

また永くこれを伝えていくため、必要な修理や防災設備の新設・点検・改修

等が滞りなく進められるよう、専門的見地からの技術的支援を行うとともに、

必要な場合は補助事業として財政的支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天然記念物 

信達(しんだち)神社の

オガタマノキ（泉南市） 

<2024 年度の取組指標> 

 ●文化財指定、登録の推進  登録件数  

●文化財保存修理等の補助 補助件数  

【参考】2022 年度実績 

・文化財指定、登録の推進  新指定１件、追加指定２件、記録選択１件 

・文化財保存修理等の補助件数 18 件 

 【文化財保護課 06-6210-9902】 

 



67 

 

環境影響評価制度の推進 

 

■5-16 環境影響評価制度 ［ 3,815 千円] 

 

（目的） 

環境影響評価法及び大阪府環境影響評価条例に基づき環境アセスメン

ト手続を行うことにより、大規模事業における環境保全についての適正な

配慮を確保すること。 

 

（内容） 

環境影響評価審査会における調査審議が円滑に行われるよう、審査会

を適切に運営します。また、環境影響評価図書の適切な作成について事業

者を指導するとともに、事後調査報告書の提出を受けて対象事業の実施に

よる影響の状況を確認し、必要に応じて環境保全についての措置を講じる

よう事業者に求めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境影響評価審査会による

事業計画地の現地調査 

 

<2024 年度の取組指標> 

 ●環境影響評価審査会の開催回数 案件ごとに２回 

【参考】2023 年度実績（2023 年 12 月現在） 

環境影響評価審査会の開催回数 ２回 

事後調査報告書の提出を受けた事業数 ３件 

 【環境管理室 06-6210-9580】 

 

広域連携の推進 

 

■5-17 関西広域連合における広域的な環境保全対策の推進（広域環境保全） 

［ 16,457 千円] 

 

（目的） 

関西広域連合での温室効果ガス削減のための取組みや府県を越えた鳥獣

保護管理の取組み等の広域的な環境保全の対策を推進すること。 

 

（内容） 

地域環境・地球環境問題に対応し、環境・経済・社会の統合的向上による持

続可能な関西の実現をめざすため、「脱炭素社会づくりの推進」、「自然共生型

社会づくりの推進」、「循環型社会づくりの推進」、「環境人材育成の推進」の取

組みを実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

関西広域連合シンボル

マーク 

 

<2024 年度の取組指標> 

 ●各事業担当者会議の参加分野 ８分野 

 【連携課 06-6941-9776】 

【産業創造課 06-6210-9486】 

【脱炭素・エネルギー政策課 06-6210-9319】 

【循環型社会推進室 06-6210-9567】 

【動物愛護畜産課 06-6210-9619】 

【みどり企画課 06-6210-9557】 

【水産課 06-6210-9612】 

 



68 

 

 

■5-18 関西広域連合におけるプラスチック対策の推進（プラスチック対策検討会） 

［ 5,487 千円] 

 

（目的） 

「プラスチックごみ対策の先進地域・関西」の確立をめざし、関西広

域での取組みを進め、地域創生につなげること。 

 

（内容） 

プラスチック代替品の普及に向けた取組事例や課題への対応策な

どを盛り込んだ情報集や、プラスチックごみ散乱状況推計モデル及び

利活用マニュアルの更新を行うとともに、それらの利用拡大を図るた

めに自治体や事業者向けの研修会等を開催します。 

また、構成府県市や事業者団体等の活動の促進に資する情報共有

を行うため、プラットフォームを運営します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関西プラスチックごみゼロ宣言

（2019.5） 

 

<2024 年度の取組指標> 

 ● 研修会の開催回数 ２回 

●プラスチック対策プラットフォームの開催回数 ３回 

 【脱炭素・エネルギー政策課 06-6210-9319】 

【循環型社会推進室 06-6210-9567】 

【環境管理室 06-6210-9577】 

【商工労働総務課 06-6210-9294】 

 

 


